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             紀美野町第１回定例会会議録 

             平成２９年２月２８日（火曜日） 

――――――――――――――――――― 

○議事日程（第１号） 

 平成２９年２月２８日（火）午前９時００分開議 

 第 １        会議録署名議員の指名について 

 第 ２        会期の決定について 

 第 ３        諸般の報告について 

 第 ４ 議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

            （紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条 

            例について） 

 第 ５ 議案第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

            （平成２８年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）につい 

            て） 

 第 ６ 議案第 ３号 紀美野町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 第 ７ 議案第 ４号 紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

            の一部を改正する条例について 

 第 ８ 議案第 ５号 紀美野町職員定数条例の一部を改正する条例について 

 第 ９ 議案第 ６号 紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

            について 

 第１０ 議案第 ７号 紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例 

            の一部を改正する条例について 

 第１１ 議案第 ８号 紀美野町職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例について 

 第１２ 議案第 ９号 紀美野町税条例等の一部を改正する条例について 

 第１３ 議案第１０号 紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 第１４ 議案第１１号 指定管理者の指定について（紀美野町雨山水辺公園） 

 第１５ 議案第１２号 紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について 

 第１６ 議案第１３号 辺地総合整備計画の変更について 

 第１７ 議案第１４号 公平委員会委員の選任の同意について 

 第１８ 議案第１５号 教育委員会委員の任命の同意について 
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 第１９ 議案第１６号 平成２８年度紀美野町一般会計補正予算（第６号）について 

 第２０ 議案第１７号 平成２８年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            ３号）について 

 第２１ 議案第１８号 平成２８年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予 

            算（第３号）について 

 第２２ 議案第１９号 平成２８年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３ 

            号）について 

 第２３ 議案第２０号 平成２８年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第４ 

            号）について 

 第２４ 議案第２１号 平成２８年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

            ２号）について 

 第２５ 議案第２２号 平成２８年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            ３号）について 

 第２６ 議案第２３号 平成２８年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            ４号）について 

 第２７ 議案第２４号 平成２８年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）につ 

            いて 

 第２８ 議案第２５号 平成２９年度紀美野町一般会計予算について 

 第２９ 議案第２６号 平成２９年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算について 

 第３０ 議案第２７号 平成２９年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算に 

            ついて 

 第３１ 議案第２８号 平成２９年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算について 

 第３２ 議案第２９号 平成２９年度紀美野町介護保険事業特別会計予算について 

 第３３ 議案第３０号 平成２９年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計予 

            算について 

 第３４ 議案第３１号 平成２９年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算について 

 第３５ 議案第３２号 平成２９年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算について 

 第３６ 議案第３３号 平成２９年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算について 

 第３７ 議案第３４号 平成２９年度紀美野町上水道事業会計予算について 

――――――――――――――――――― 
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○会議に付した事件 

 日程第１から日程第３７まで 

――――――――――――――――――― 

○議員定数 １２名 

――――――――――――――――――― 

○出席議員        議席番号   氏   名 

               １番 南   昭 和 君 

               ２番 上 柏 睆 亮 君 

               ３番 七良浴   光 君 

               ４番 町 田 富枝子 君 

               ５番 田 代 哲 郎 君 

               ６番 西 口   優 君 

               ７番 北 道 勝 彦 君 

               ８番 向井中 洋 二 君 

               ９番 伊 都 堅 仁 君 

              １０番 美 野 勝 男 君 

              １１番 美 濃 良 和 君 

              １２番 小 椋 孝 一 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席議員 

            な し 

――――――――――――――――――― 

○説明のため出席したもの 

             職   名    氏   名 

            町 長 寺 本 光 嘉 君 

            副 町 長 小 川 裕 康 君 

            教 育 長 橋 戸 常 年 君 

            消 防 長 家 本   宏 君 

            総 務 課 長 細 峪 康 則 君 

            企画管財課長 中 谷 昌 弘 君 
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            住 民 課 長 増 谷 守 哉 君 

            税 務 課 長 西 岡 秀 育 君 

            保健福祉課長 湯 上 ひとみ 君 

            産 業 課 長 湯 上 章 夫 君 

            建 設 課 長 井 村 本 彦 君 

            教 育 次 長  前 田 勇 人 君 

            会 計 管 理 者 南   秀 秋 君 

            水 道 課 長 田 中 克 治 君 

            まちづくり課長 西 岡 靖 倫 君 

            建 設 室 主 幹 椎 木 宏 修 君 

            代表監査委員 向 江 信 夫 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席したもの 

            美 里 支 所 長 西   敏 明 君 

――――――――――――――――――― 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 大 東 淳 悟 君 

            書 記 井戸向 朋 紀 君 
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 開 議 

○議長（小椋孝一君）    皆様、おはようございます。早朝より御苦労さまでござい

ます。 

  それでは、規定の定足数に達しておりますので、ただいまから、平成２９年第１回紀

美野町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（小椋孝一君）    これから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

◎日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

○議長（小椋孝一君）    会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、９番、伊都堅仁

君、１０番、美野勝男君を指名します。 

◎日程第 ２ 会期の決定について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２、会期の決定について議題とします。 

  議会運営委員長から審査結果の報告を願います。 

  議会運営委員長、美野勝男君。 

（議会運営委員長 美野勝男君 登壇） 

○議会運営委員長（美野勝男君）    去る２月２２日、議会運営委員会を開催いたし

ましたので、その結果について御報告いたします。 

  会期は、本日から３月２４日までの２５日間とし、再開日は７日、１０日、１４日、

１６日、２２日及び２４日と決定しました。 

  議事日程につきましては、配付しております議事予定日程表のとおりであります。 

  なお、平成２９年度一般会計予算の説明及び質疑を歳入については全般、歳出につい

ては第１款から第８款までは２款ずつ分割、第９款から最後までとして行うことにいた

します。 

  次に一般質問の通告は３月３日（金曜日）の午後３時までといたします。 

  次に、総務文教常任委員会を３月３日、午前９時３０分から、産業建設常任委員会を

３月２日、午前９時３０分から開催したいと思います。 

  次に、全員協議会を３月７日、本会議終了後、開催したいと思います。 
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  次に、広報編集委員会を３月１４日、本会議終了後、開催したいと思います。 

  なお、議事の進行上、日程を順次繰り延べる場合もありますので、よろしくお願いし

ます。 

  以上で報告を終わります。 

（議会運営委員長 美野勝男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり、本日から３月２４日までの２５日間とし

たいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は、本日から３月２４日までの２５日間と決定いたしま

した。 

◎日程第 ３ 諸般の報告について 

○議長（小椋孝一君）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、例月出納検査結果に関する報告が提出されています。お手元に配付の

とおりであります。御了承願います。 

  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    皆さん、おはようございます。 

  それでは、開会に当たりまして、一言御挨拶並びにその後の行政報告を申し上げます。 

  本日、平成２９年紀美野町議会第１回定例会を招集いたしましたところ、議員各位を

初め関係者の皆様方におかれましては、何かと御多用中にもかかわりませず御出席を賜

り、開会の運びになりましたことに対しまして、心より厚くお礼申し上げます。 

  さて、ことしの冬は、寒さが厳しく雪も例年以上に降る日が多く、特に１月２４日未

明の大雪は、役場付近でも１５センチ程度の積雪を記録し、道路の凍結も数日間続きま

したので、町民の皆さんの生活にも影響が出ないかと心配をいたしましたが、皆様の御

理解と御協力によりまして大きな混乱もなく胸をなでおろしたところでございます。今
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後も気象状況には緊張感を持って対応してまいりたいと考えております。 

  また、去る２月１９日には、和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会が開催されま

して、当町から２チームが出場いたしまして、小学生と中学生が元気に走り、たすきを

つなぐ姿に大きな声援と拍手を送ってまいりました。結果９位という立派な成績であり、

監督、コーチを初め関係者の皆様に心から感謝申し上げるとともに、スポーツの振興、

青少年の健全育成にもさらに力を注いでまいる所存でございますので、御指導、御鞭撻

のほどお願い申し上げます。 

  また、来る３月１２日日曜日には多くの関係者の御協力をいただき、春を告げる生石

高原の山焼きを予定いたしております。町内には多くの自然、歴史、文化などの観光資

源がありますので積極的にＰＲするとともに、紀美野町ならではのさまざまな体験イベ

ントなどを実施することで町の魅力を発信してまいりたいと考えております。生石高原

を始めとするたくさんの観光資源を生かし、多くの人々を紀美野町に呼び込み、町を活

性化していくために、新年度から観光協会の事務局を現在の商工会から役場内に戻す方

向で商工会と協議を重ねているところであります。 

  また、４月からコミュニティバスふれあい号につきまして、三尾川・上ケ井・箕六線

と長谷線の全線で、真国・志賀野線の薬師口、鳥居峠区間において事前の電話予約に基

づくデマンド型運行による、６カ月間の試行運転を開始いたします。これに向けて、住

民の皆さんには周知徹底を図ってまいりますので、議員各位の御協力もよろしくお願い

を申し上げます。 

  さて、本町におきましては少子高齢化対策を初め、防災・減災対策、道路網の整備、

定住促進、人口減少対策、行財政改革など早急に取り組むべき課題がたくさんございま

す。また、昨年２月末には、「紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、

人口減少を最小限に食いとめ、地域住民によるまちづくり活動を推進し、町の付加価値

をつけて地方創生に取り組みを行い、町民の皆さんや議員各位の御理解と御協力のもと

実践しているところでございます。 

  また、平成１８年１月１日に紀美野町が誕生し、まず策定した第１次紀美野町長期総

合計画が今年度で終了することに伴い、平成２９年度から１０年後を見据えた「町の将

来像」や５つの柱からなるまちづくりの基本方針を示し、町の施策の指針となる第２次

紀美野町長期総合計画に取り組んでまいりました。去る１月１８日に紀美野町長期総合

計画審議会に諮問をし、昨日に答申をいただき、基本構想の策定に係る議案を追加上程
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をさせていただきたく、よろしくお願いをいたします。 

  さて、今期定例会に上程している案件は、議案第１号から議案第３４号までの３４件

であります。 

  専決処分の承認を求める案件が２件、条例の一部を改正する条例が８件、指定管理者

の指定についての案件が１件、過疎地域自立促進計画の変更に係る案件が１件、辺地総

合整備計画の変更に係る案件が１件、公平委員会委員の選任の同意に係る案件が１件、

教育委員会委員の任命の同意に関する案件が１件、平成２８年度一般会計及び特別会計

等の補正予算に関する案件が９件、平成２９年度の一般会計及び特別会計等予算に関す

る案件が１０件であります。 

  平成２８年度一般会計補正予算につきましては、主なものとして、野上厚生病院への

負担金１,７８０万４,０００円、３カ所の水路の改修工事に３,１００万６,０００円な

どを計上しております。また、職員の給料額の変更に伴う退職手当組合への負担金、標

準報酬額の変更に伴う共済費も随所に計上してございます。そのほか事業費の確定に伴

う補正などを合わせ、歳入歳出それぞれ３,５２０万３,０００円の減額となっておりま

す。 

  また、平成２９年度一般会計当初予算につきましては、予算総額が６５億６ ,０００

万円で、対前年度比４００万円の減、率にいたしまして０.０６％の減額となっており

ます。 

  新たな事業といたしまして、みさとホールを活用した音楽合宿の誘致事業など、地方

創生推進交付金を活用した事業の展開、また蓑津呂集会所の新築工事、町内で新たに起

業する方のための創業支援補助金の創設、町道吉見１号線改良事業、野上小学校のＩＣ

Ｔ教育の推進、下神野小学校の空調設備の設置、役場本庁舎と中央公民館の空調設備の

更新やエレベーターの改修工事、また農家民泊のさらなる推進などを計上してございま

す。 

  この後、担当課長より詳しく御説明を申し上げますので、十分御審議をいただき、原

案どおり御可決くださいますよう、お願いいたしまして、御挨拶並びに行政報告とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    これで、行政報告は終わりました。 

  次に、一般質問の通告は３月３日金曜日、午後３時までに提出を願います。 
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  以上で、諸般の報告を終わります。 

  ここで、執行部の皆様に申し上げます。これから議案説明に入りますが、議案数が多

いので議案の説明は簡潔にお願いしたいと思います。 

◎日程第 ４ 議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

              （紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す 

              る条例について） 

◎日程第 ５ 議案第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２８年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）につ 

              いて） 

◎日程第 ６ 議案第 ３号 紀美野町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

◎日程第 ７ 議案第 ４号 紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する 

              条例の一部を改正する条例について 

◎日程第 ８ 議案第 ５号 紀美野町職員定数条例の一部を改正する条例について 

◎日程第 ９ 議案第 ６号 紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する 

              条例について 

◎日程第１０ 議案第 ７号 紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償 

              条例の一部を改正する条例について 

◎日程第１１ 議案第 ８号 紀美野町職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

○議長（小椋孝一君）    日程第４、議案第１号、専決処分の承認を求めることにつ

いて（紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について）、日程

第５、議案第２号、専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度紀美野町一般

会計補正予算（第５号）について）、日程第６、議案第３号、紀美野町個人情報保護条

例の一部を改正する条例について、日程第７、議案第４号、紀美野町個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、日程第８、議案第

５号、紀美野町職員定数条例の一部を改正する条例について、日程第９、議案第６号、

紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第１０、

議案第７号、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を改

正する条例について、及び日程第１１、議案第８号、紀美野町職員特殊勤務手当条例の

一部を改正する条例について、一括議題とします。 
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  説明を願います。 

  総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    それでは、議案書の１ページをお開きください。 

  議案第１号、専決処分の承認を求めることについて。 

  紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法

第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

りこれを報告し、承認を求める。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  次の２ページをごらんください。 

  専決処分書でございます。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により紀美野町職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。 

                  平成２８年１２月２８日 紀美野町長 寺本光嘉 

  理由でございます。 

  地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等、育児または家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正されたため、紀美野町職員の育児休業

等に関する条例の改正を行うものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

  お手元の新旧対照表では、１ページから３ページをごらんください。 

  内容を説明させていただく前に、専決処分を行った経緯について少し述べさせていた

だきます。 

  働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間及び人事院勧告

等を踏まえた国家公務員に係る規定の改正内容に準じて地方公務員の育児支援、介護支

援に係る改正が行われてきたところでありまして、地方公務員の育児休業等に関する法

律及び育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

一部を改正する法律が、平成２８年１２月２日に交付され、平成２９年１月１日から施

行されたところであります。それに合わせて、国からの条例参考例が法律が施行された

１２月２日に情報提供されたところであります。それには児童福祉法の一部を改正する
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法律の一部改正により、この範囲の拡大に係る規定について１月１日から３月３１日ま

でと、４月１日以降とで条例の規定ぶりが変わることとなってございました。国から示

された職員の勤務時間、休暇等に関する条例案については、国のさまざまな規定を踏ま

えて作成されており、附則に経過措置を設けることで４月１日以降も適用可能な規定ぶ

りとされていたところでありましたので、１２月定例会に上程し、御可決いただいたと

ころでございます。 

  一方、国から示された職員の育児休業等に関する条例案では、児童福祉法の一部を改

正する法律の一部改正の影響が反映されておらず、同時に改正案を上程する場合、それ

ぞれの条例の規定ぶりを検討する必要が生じたため、１２月定例会会期中での議案上程

には至らず平成２８年１２月２８日に専決処分を行ったところでございます。 

  さて、改正する内容についてでございますが、新たに加える第２条の２につきまして

は、育児休業の対象となる子の範囲に養子縁組によって養親となることを希望している

ものに委託しようとしたが、実親等の同意が得られなかったため養育里親としての職員

に委託されたものを含むものとするものでございます。 

  第３条第１号の改正につきましては、育児休業法第２条第１項ただし書きによる条例

で定める再度の育児休業等ができる特別な事情として、特別養子縁組の成立に係る家事

審判事件の終了、つまり特別養子縁組が成立しなかった場合を追加するものでございま

す。 

  第１０条の改正です。育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しな

い場合に、育児短時間勤務をすることができる特別の事情に、特別養子縁組の成立に係

る家事審判事件の終了、つまり特別養子縁組が成立しなかった場合を追加するものでご

ざいます。 

  第２０条の改正です。第１項の改正につきましては、部分休業の承認につきまして正

規の勤務時間を紀美野町職員の勤務時間休暇等に関する条例第８条第１項に規定すると

明確にしました。 

  第２項の改正につきましては、育児時間と介護時間の時間数の調整でございます。育

児時間と介護時間を同日に取得する場合は、その時間を合わせて２時間までとする、と

するものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は平成２９年１月１日から施行する、となってござい

ます。 
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  以上、簡単ですが、議案第１号の説明とさせていただきます。 

  議案書の５ページをお開きください。 

  議案第２号、専決処分の承認を求めることについて。 

  平成２８年度、紀美野町一般会計補正予算（第５号）について、地方自治法第１７９

条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し承認を求める。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  次の６ページをごらんください。 

  専決処分書でございます。 

  平成２８年度、紀美野町一般会計補正予算（第５号）について、地方自治法第１７９

条第１項の規定により別紙のとおり専決処分する。 

                   平成２９年１月３０日 紀美野町長 寺本光嘉 

  理由でございます。 

  神野保育所増改築事業及び光ケーブル仮設変更工事について、急使を要し所要の補正

を行う必要が生じたためでございます。 

  次の７ページをお開きください。 

  平成２８年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）、平成２８年度紀美野町の一般会

計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７２万８,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７３億８,２０１万７,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                   平成２９年１月３０日 紀美野町長 寺本光嘉 

  議案書の１２ページをお開きください。 

  まず、歳入から説明をさせていただきます。 

  ２０款、諸収入、４項、１目、雑入で１７２万８,０００円の増額補正をいたしまし

た。これは、国道３７０号の改修に伴う鎌滝地区の光ファイバー設備の移転補償でござ

います。 

  続きまして、歳出を説明させていただきます。 
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  １３ページをお開きください。 

  ２款、総務費、１項、６目、電子計算費１７２万８,０００円の増額で、国道３７０

号改修に伴う光ケーブル仮設変更工事でございます。 

  ３款、民生費、２項、４目、保育所費１,３２３万６,０００円増額でございます。こ

れにつきましては、神野保育所におきまして３歳未満の園児入所希望者が多くなり、早

急に保育環境を整える必要が生じ、１３節で増改築工事管理委託料２０万円、１５節で

増改築工事１,３０３万６,０００円の増額でございます。 

  １２款、諸支出金、１項、１目、財政調整基金費の２５節積立金でございまして、財

政調整基金積立金１,３２３万６,０００円の減額でございます。 

  以上、簡単ですが、議案第２号の説明とさせていただきます。 

  議案書の１４ページをお開きください。 

  議案第３号、紀美野町個人情報保護条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町個人情報保護条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条

第１項の規定により、議会の議決を求める。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

に伴い、紀美野町個人保護条例の改正を行うものでございます。 

  次の１５ページをごらんください。 

  お手元の新旧対照表では、４ページから５ページをごらんいただきたいと思います。 

  紀美野町個人情報保護条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

  現行の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以

下番号利用法と申しますが、番号利用法で定められているものにおいてのみ情報提供ネ

ットワークシステムを使用した特定個人情報の提供が認められております。しかし、平

成２９年５月３０日に施行される改正後の番号利用法第１９条第８号で、地方公共団体

が条例により独自にマイナンバーを利用する場合においても情報提供ネットワークシス

テムを利用した情報連携が可能となります。このことにより、第２条第３号中、第２項

の次に番号利用法事務と同様に条例義務において情報提供ネットワークシステムを使用

した特定個人情報の提供を行った際に、情報提供等記録を作成保存することとなるため、
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条例義務における情報提供等記録を条例上の情報提供等記録の定義に加える必要が生じ

たものでございます。 

  次の第２０条の２、第１項中の２８条を２９条に改めるのは、条ずれの対応でござい

ます。改正された番号利用法第２６条の規定が新たに追加されることに伴い、現行の番

号利用法第２６条から第５６条までの規定は１条ずつ繰り下がります。個人情報保護条

例の特定個人情報の利用停止の請求に係る規定において、番号利用法の第２８条の規定

を引用していることから、１条繰り下がり第２９条に改正するものでございます。 

  次の第２６条の２の改正につきましては、情報提供等記録の訂正をした場合における

通知先に条例事務に係る情報紹介者や情報提供者を含むものとするものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は平成２９年５月３０日から施行するものでございま

す。 

  以上で議案第３号の説明とさせていただきます。 

  議案書の１６ページをお開きください。 

  議案第４号、紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例について。 

  紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を次のとおり改

正したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

に伴い、紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の改正を行うも

のでございます。 

  次の１７ページをごらんください。 

  お手元の新旧対照表では、６ページをごらんください。 

  紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第１条及び第５条中、第９号を第１０号に改める。このことにつきましては、号ずれ

の対応であります。先ほどの議案第３号紀美野町個人情報保護条例の一部を改正する条

例についてでも触れさせていただきましたが、地方公共団体が条例により独自にマイナ
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ンバーを利用する場合においても情報ネットワークシステムを利用した情報連携が可能

となる。改正後の番号利用法第１９条第８号の追加により号ずれが生じたもので、これ

に対応するものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は平成２９年５月３０日から施行するものでございま

す。 

  以上で、議案第４号の説明とさせていただきます。 

  議案書の１８ページをお開きください。 

  議案第５号、紀美野町職員定数条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町職員定数条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１

項の規定により議会の議決を求める。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  退職する消防職員を前倒しで補充するため紀美野町職員定数条例の改正を行うもので

ございます。 

  次の１９ページをごらんください。 

  お手元の新旧対照表では、７ページをごらんください。 

  紀美野町職員定数条例の一部を改正する条例、紀美野町職員定数条例の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条、第４号中、３７人を４０人に改めるものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は平成２９年４月１日から施行するものでございます。 

  以上で、議案第５号の説明といたします。 

  議案書の２０ページをお開きください。 

  議案第６号、紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自

治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提出理由でございます。 

  児童福祉法等の一部を改正する法律が施行されるため、紀美野町職員の育児休業等に

関する条例の改正を行うものでございます。 

  お手元の新旧対照表では、８ページをごらんください。 
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  紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、紀美野町職員の育児

休業等に関する条例の一部を次のように改正する。平成２９年４月１日に施行されます

児童福祉法等の一部を改正する法律第２条により、児童福祉法第６条の４が改正され、

改正前は２項立てでありましたが、同条が１項３号立てとなり、同条第１号に養育里親

が、同条第２号に養子縁組里親が定義づけられることに伴い、養育する子の範囲を拡大

するために追加した規定をさらに改正するものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は平成２９年４月１日から施行するものでございます。 

  以上で、議案第６号の説明とさせていただきます。 

  議案書の２２ページをお開きください。 

  議案第７号、紀美野町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例の一部を改

正する条例について。 

  紀美野町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例の一部を次のとおり改正

したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律改正等に伴う改正漏れ

並びに社会教育指導員、児童厚生員及び公民館主事の勤務を常勤の者に改めることに伴

い、紀美野町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等条例の改正を行うもので

ございます。 

  次の２３ページをごらんください。 

  お手元の新旧対照表では、９ページから１１ページをごらんください。 

  紀美野町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正

する。別表障害程度認定審査会委員の項中、障害程度認定審査会委員を障害支援区分認

定審査会委員に、健康対策推進協議会委員の項中、健康対策推進協議会委員を保健対策

推進協議会委員に改め、同表、社会教育指導員の項及び児童厚生員の項を削り、同表、

外国人語学指導主事の項中、外国人語学指導主事を外国人語学指導助手に改め、同表、

公民館主事の項を削るものでございます。 

  附則としまして、この条例は平成２９年４月１日から施行するものでございます。 

  以上で、議案第７号の説明とさせていただきます。 
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  議案書の２４ページをお開きください。 

  議案第８号、紀美野町職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町職員特殊勤務手当条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  和歌山広域消防指令センターにおいて、消防通信指令業務に従事する職員に手当てを

支給するため、紀美野町職員特殊勤務手当条例の改正を行うものでございます。 

  次の２５ページをごらんください。 

  お手元の新旧対照表では、１２ページをごらんください。 

  紀美野町職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町職員特殊勤務手当条例の一部を次のように改正する。 

  第３条中第９号を第１０号とし、第８号を第９号とし、第７号の次に、次の１号を加

える。第８号消防通信指令業務に従事する職員の手当。１５条を第１６条とし、第１２

条から第１４条までを１条ずつ繰り下げ、第１１条の次に、次の１条を加える。消防通

信指令業務に従事する職員の手当。第１２条和歌山広域消防司令センターにおいて消防

通信指令業務に従事する職員の手当は、１当務４００円とするものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は平成２９年４月１日から施行するものでございます。 

  以上で、議案第８号の説明といたします。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

◎日程第１２ 議案第９号 紀美野町税条例等の一部を改正する条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１２、議案第９号、紀美野町税条例等の一部を改正

する条例について、議題とします。 

  説明を願います。 

  税務課長、西岡君。 

（税務課長 西岡秀育君 登壇） 

○税務課長（西岡秀育君）    それでは、議案書２６ページをお開きください。 

  議案第９号、紀美野町税条例等の一部を改正する条例について。 

  紀美野町税条例等の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の

規定により議会の議決を求める。 
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                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由、地方税法等の一部の改正に伴い、紀美野町税条例の改正を行うものです。 

  次のページをお開きください。 

  紀美野町税条例等の一部を改正する条例、第１条の改正事項は３点です。 

  第１点目は、第３４条の７、第１項１号のチに掲げる寄附金の次に、ルを加えるもの

です。ルに掲げる寄附金とは、和歌山県内に事務所を有する日本赤十字社の支部に対す

る寄附金です。県におきまして、当該団体に対する寄附金を個人県民税の寄附金控除の

対象とする規則改正を行ったことから、本町においても個人町民税の寄附金控除の対象

とすべく所要の改正を行うものです。 

  ２点目、附則第７条の３の２の第１項中、平成４１年度を平成４３年度に、平成３１

年を平成３３年に改めるものです。これは住宅借入金特別控除税額控除の適用期限が平

成３１年までの居住であれば１０年間受けられる控除が２年間延長され、平成３３年ま

での居住であれば１０年間控除が受けられるようになったというものです。 

  ３点目、附則第１６条の改正は、現行の特例措置である軽自動車税のグリーン化特課

が１年間延長されることによる改正です。平成２８年４月１日から平成２９年３月３１

日まで、初回車両番号指定を受けた場合において、一定の燃費基準等を満たしている車

両が軽減されます。軽減率は燃費基準等により２５％、５０％、７５％に分かれていま

す。 

  第２条の主な改正点は、第３４条の４の法人町民税の法人税割の改正及び自動車取得

税を廃止し環境性能割を創設、従来の軽自動車税を種別割に改正する内容のものでござ

います。 

  第１８条の３の改正は、軽自動車税を種別割に改める改正です。 

  第９条の改正は、性能割の納付、申告の提出について定められたものです。 

  ２８ページをお開きください。 

  ３行目、第３４条の４中、１００分の９.７を１００分の６に改める改正です。法人

町民税、法人税割の改正で地域間の税源の偏在是正し、財政力格差の縮小を図るため法

人町民税、法人税割の一部を交付税の原資とするものでございます。 

  ４行目、第８０条の改正は、環境性能割は３輪以上の軽自動車の所有者に課され、種

別割は軽自動車等の所有者に課すと定めた改正でございます。 

  第８０条の２を削る改正は、８１条の２に条がえする改正です。 



－１９－ 

  ８１条の改正は、軽自動車税の、みなす課税について定めたものです。 

  次のページ８行目お願いします。 

  ８１条の３は、環境性能割の課税標準額を定めたものです。 

  ８１条の４は、環境性能割の税率を定めたものです。 

  ８１条の５は、環境性能割の徴収方法を定めたものです。 

  ８１条の６は、環境性能割の申告及び納付に関することを定めたものです。 

  ８１条の７は、環境性能割納付申告に関する過料を定めたものです。 

  ３０ページをお開きください。 

  ８１条の８は、環境性能割の減免に関することを定めたものです。 

  ８２条、８６条から９１条の改正は、軽自動車税を種別割に改める改正と条文整備で

ございます。 

  ８３条、８５条は軽自動車税を種別割に改める改正です。 

  附則第１５条の２は、環境性能割の徴収の特例を定めたものです。 

  附則第１５条の３は、環境性能割の減免の特例を定めたものです。 

  附則第１５条の４は、環境性能割の申告納付の特例を定めたものです。 

  ３２ページをお開きください。 

  附則第１５条の５は、環境性能割に係る徴収取扱費の交付について定めたものです。 

  附則第１５条の６は、環境性能割の税率の特例を定めたものです。 

  附則第１６条第１項の改正は、軽自動車税の次の種別割を加える改正及び条文の整備

でございます。 

  同条第２項から第４項までは、グリーン化特課が２９年度分に限ることにより削除す

るものでございます。 

  ３２ページの下段をごらんください。 

  第３条の改正内容は、附則第６条の改正で、軽自動車税の次の種別割を加える改正及

び８２条の改正に伴う条文の整備です。 

  ３３ページの下段をお開きください。 

  第４条の改正につきましては、附則第５条第７項の改正で、第８１条の６を新設した

ことによる条文の整備でございます。 

  附則第１条、この条例は、２９年４月１日から施行する。ただし、第２条から第４条

までの規定及び附則第３条並びに附則第４条の規定は、平成３１年１０月１日から施行
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するものでございます。 

  町民税に関する経過措置でございます。 

  第２条、第１条の規定に係る改定後の紀美野町税条例第３４条の７第１項第１号ルの

規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成２８年２月１日以後に支出した同号ルに掲

げる寄附金について適用するものでございます。 

  第３条、第２条の規定による改定後、紀美野町税条例第３４条の４の規定は、附則第

１条、ただし書きに規定する施行日の以後に開始する事業年度分の法人の町民税及び同

日以後に開始する連結事業年度の法人町民税について適用し、同日前に開始した事業年

度分の法人の町民税及び同日前開始した連結事業年度の法人の町民税については、なお

従前の例よるものでございます。 

  軽自動車税に関する経過措置でございます。 

  第４条、新条例の規定中、軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第１条ただ

し書きに規定する施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動

車税の環境性能割について適用する。新条例の規定中、軽自動車税の種別割に関する部

分は平成３２年度以後の年度の軽自動車税の種別割について適用し、３１年度分までの

軽自動車税については、なお従前の例によるものでございます。 

  新旧対照表の１３ページから３４ページを御高覧賜りますようお願いいたします。 

  以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。 

（税務課長 西岡秀育君 降壇） 

◎日程第１３ 議案第１０号 紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１３、議案第１０号、紀美野町介護保険条例の一部

を改正する条例について、議題とします。 

  説明を願います。 

  保健福祉課長、湯上君。 

（保健福祉課長 湯上ひとみ君 登壇） 

○保健福祉課長（湯上ひとみ君）    それでは、議案書の３５ページをごらんくださ

い。 

  議案第１０号、紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町介護保険条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１

項の規定により議会の議決を求める。 



－２１－ 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由につきましては、介護保険法施行令の一部を改正する政令に伴うもので、改

正の内容は、介護保険料段階の判定に用いる合計所得金額に、土地収用や被災地の防災

集団移転促進事業等で土地を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控

除が適用されていないために土地を譲渡した翌年の所得が急増し、介護保険料が高額に

なってしまうことがあるため、今回本人の責めに帰さない理由による場合の土地売却収

入等を所得として取り扱わないこととするために行うものです。 

  なお、介護保険料は原則として３年間同一の保険料率を用いることとされている一方

で、町民の方の不利益の回避等のため平成２９年度における第１号被保険者の介護保険

料の段階の判定に関する基準の特例として現行の所得指標である合計所得金額から長期

譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることとするため、紀

美野町介護保険条例の改正を行うものでございます。 

  ３６ページをごらんください。 

  紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町介護保険条例の一部を次のように改正するものです。 

  附則第１項から第９項までの各項のところを各条に改正し、第１０条に平成２９年度

における保険料率の特例を追加するものでございます。 

  なお、第１０条の（１）から（５）の令附則の令につきましては、平成２８年９月７

日に交付、平成２９年４月１日施行の平成２８年政令第３００号介護保険法施行令の一

部を改正する政令を示すものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は平成２９年４月１日から施行するものです。 

  以上、議案第１０号紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例について説明とさせ

ていただきます。 

（保健福祉課長 湯上ひとみ君 降壇） 

◎日程第１４ 議案第１１号 指定管理者の指定について（紀美野町雨山水辺公園） 

○議長（小椋孝一君）    日程第１４、議案第１１号、指定管理者の指定について

（紀美野町雨山水辺公園）を議題とします。 

  説明を願います。 

  産業課長、湯上君。 

（産業課長 湯上章夫君 登壇） 
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○産業課長（湯上章夫君）    ３９ページをごらんください。 

  議案第１１号、指定管理者の指定について。 

  地方自治法第２４４条の２、第６項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理を

指定することについて議会の議決を求める。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １つ目として、指定管理者に管理を行わせる施設の所在地は、紀美野町井堰１２４番

地１で、名称は紀美野町雨山水辺公園でございます。 

  ２つ目として、指定管理者に指定する団体の所在地は、紀美野町初生谷１０番地で、

名称は雨山の郷プロジェクトで、代表は岡博誠でございます。指定する期間は平成２９

年４月１日から平成３２年３月３１日でございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（産業課長 湯上章夫君 降壇） 

◎日程第１５ 議案第１２号 紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について 

◎日程第１６ 議案第１３号 辺地総合整備計画の変更について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１５、議案第１２号、紀美野町過疎地域自立促進計

画の変更について及び日程第１６、議案第１３号、辺地総合整備計画の変更について、

一括議題とします。 

  説明を願います。 

  企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷昌弘君 登壇） 

○企画管財課長（中谷昌弘君）    それでは、議案書の４０ページをお開きください。 

  議案第１２号、紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について。 

  紀美野町過疎地域自立促進計画の一部を次のとおり変更したいので、過疎地域自立促

進特別措置法第６条第７項において準用する同条第１項の規定により議会の議決を求め

る。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、紀美野町過疎地域自立促進計画において、交通通信体系の

整備、情報化及び地域間交流の促進の事業内容を変更するものでございます。 

  議案書４１ページをお開きください。 

  計画の変更についての説明資料でございます。 
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  紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について、３交通通信体系の整備、情報化及び

地域間交流の促進事業について（３）計画の（１）市町村道、道路の事業の中に、町道

吉見１号線改良、町道長谷国木原線舗装補修、事業主体が町となる事業を追加し、道路

事業を計７事業とするものでございます。 

  変更に係る理由でございますが、町道吉見１号線改良につきましては、本路線が橋梁

移設に伴い交通量が増加したことから、拡幅することで通行の支障を改善し、利用者の

安全確保のため整備するものでございます。 

  また、町道長谷国木原線舗装補修につきましては、本路線が通行量が多い路線であり、

舗装の損傷が著しい区間の解消を行うため整備をするものでございます。 

  以上、簡単でございますが、紀美野町過疎地域自立促進計画の変更に係る説明とさせ

ていただきます。 

  それでは、議案書４２ページをお開きください。 

  議案第１３号、辺地総合整備計画の変更について。 

  辺地総合整備計画を別案のとおり変更したいので、辺地に係る公共的施設の総合整備

のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項において、準用する同条第１項

の規定により議会の議決を求める。 

                平成２９年２月２８日提出  紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、辺地総合整備計画の変更を行いたいので、辺地に係る公共

的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の規定により提案をするも

のでございます。 

  議案書４３ページをお開きください。 

  紀美野町、国吉辺地の総合整備計画書でございます。 

  今回の変更箇所につきましては、３、公共的施設の整備計画の中に、かじか荘整備更

新事業を追加するものでございます。 

  内容といたしましては、事業主体は町、事業費は５６３万７,０００円、この財源内

訳につきましては、特定財源が３２万５,０００円、一般財源が５３１万２,０００円、

なお、一般財源のうち辺地対策事業債の借り入れ予定額が５３０万円、実施年度は平成

２９年度となってございます。 

  議案書４４ページをお開きください。 

  紀美野町長谷毛原辺地の総合整備計画書でございます。 
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  今回の変更箇所につきましては、３、公共的施設の整備計画の中に、長谷毛原健康セ

ンター空調設備更新事業を追加するものでございます。 

  内容といたしましては、事業主体は町、事業費は１,１１６万８,０００円でございま

す。この財源内訳につきましては、一般財源１,１１６万８,０００円、なお、一般財源

のうち辺地対策事業債の借り入れ予定額が１,１１０万円、実施年度は、平成２９年度

でございます。 

  以上、簡単ではございますが、辺地総合整備計画の変更に係る説明とさせていただき

ます。 

（企画管財課長 中谷昌弘君 降壇） 

◎日程第１７ 議案第１４号 公平委員会委員の選任の同意について 

◎日程第１８ 議案第１５号 教育委員会委員の任命の同意について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１７、議案第１４号、公平委員会委員の選任の同意

について及び日程第１８、議案第１５号、教育委員会委員の任命の同意について、一括

議題とします。 

  説明を願います。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    議案書の４５ページをお願いいたします。 

  公平委員会委員の選任の同意について。 

  下記の者を紀美野町公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法第９条の２、第

２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

  氏名は土屋雅則、生年月日は昭和１５年２月２日、住所が紀美野町神野市場３２６番

地１２でございます。 

  提案理由につきましては、平成２９年３月３１日をもって任期満了に伴いまして再任

をお願いするところでございます。 

  続きまして、議案書の４６ページ。 

  議案第１５号、教育委員会委員の任命の同意について。 

  下記の者を教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律、第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

  氏名は、上田保則、生年月日は昭和３１年３月２９日、住所が紀美野町下佐々４４５
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番地３です。 

  提案理由につきましては、前委員の長峯さんが平成２９年３月２３日をもって任期満

了となり、変わりまして新たな委員として、議会の同意を求めるものでございます。 

以上でございます。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時１３分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時２３分） 

◎日程第１９ 議案第１６号 平成２８年度紀美野町一般会計補正予算（第６号）につい 

              て 

○議長（小椋孝一君）    日程第１９、議案第１６号、平成２８年度紀美野町一般会

計補正予算（第６号）について、議題とします。 

  説明を願います。 

  総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    それでは、議案書の４７ページをお開きください。 

  議案第１６号、平成２８年度紀美野町一般会計補正予算（第６号）。 

  平成２８年度紀美野町の一般会計補正予算第６号は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３,５２０万３,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７３億４,６８１万４,０００円とする。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 
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  （債務負担行為の補正） 

  第３条 債務負担行為の追加は「第３表 債務負担行為補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第４条、地方債の変更は「第４表 地方債補正」による。 

                平成２９年２月２８日提出  紀美野町長 寺本光嘉 

  ５５ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  １款、町税、１項、２目、法人の現年課税分３９０万円の減額補正で、内訳は均等割

２４０万円の減額、法人税割が１５０万円の減額によるものです。 

  ４項、１目、市町村たばこ税で８００万円の増額補正で実績に基づく増額でございま

す。 

  ３款、利子割交付金、１項、１目、利子割交付金１５０万円の減額補正で実績による

ものでございます。 

  １２款、分担金及び負担金、１項、１目、農林水産業費分担金で１５５万円の増額補

正で、農業生産基盤保全管理等推進整備事業の分担金の増額によるものでございます。 

  ２項、２目、民生費負担金で１００万円の減額補正で、これは児童福祉施設負担金の

減額でございます。 

  １４款、国庫支出金、１項、１目、民生費国庫負担金で５０万９,０００円の減額補

正でございます。内訳は障害者福祉費負担金の自立支援医療費で１２８万７ ,０００円

の増額、障害者自立支援給付費負担金で３２０万円の減額。 

  ５６ページに移りまして、国民健康保険基盤安定負担金で１４１万２,０００円の増

額によるものでございます。 

  ２項、１目、総務費国庫補助金で１３万７,０００円の減額補正で、個人番号カード

交付事業費補助金の減額によるものでございます。 

  ２目、民生費国庫補助金で２,４５８万２,０００円の減額補正で、内訳は臨時福祉給

付金給付事業費補助金１６６万２，０００円の減額、年金生活者等支援臨時福祉給付金

事業費補助金２,２９２万円減額によるものでございます。 

  ３目、衛生費国庫補助金で１２５万１,０００円の減額補正で、循環型社会形成推進

交付金の減額によるものでございます。 

  ４目、農林水産業費国庫補助金で２３７万３,０００円の増額補正で、農業生産基盤



－２７－ 

保全管理等推進整備費補助金の増額によるものでございます。 

  ５目、土木費国庫補助金で４２万３,０００円の減額補正で、社会資本整備総合交付

金の減額によるものでございます。 

  次に、１５款、県支出金、１項、１目、民生費県負担金で１７万６,０００円の増額

補正でございます。内訳は、障害者福祉費負担金の自立支援医療費で６４万３ ,０００

円増額、障害者支援給付費金負担金で１６０万４,０００円減額、国民健康保険基盤安

定負担金で１１３万７,０００円の増額によるものでございます。 

  ３目、農林水産業費県負担金で９３９万３,０００円の減額補正で、地籍調査事業負

担金の確定によるものでございます。 

  ５７ページに移りまして、２項、２目、民生費県補助金で４７８万９,０００円の減

額補正で、これにつきましては、３節、老人福祉費補助金で地域医療介護総合確保事業

施設等整備費補助金５５８万９,０００円の減額、４節、児童福祉費補助金で第３子以

降保育料助成事業費補助金８０万円の増額によるものでございます。 

  ３目、衛生費県補助金で２９３万７,０００円の減額補正で、合併処理浄化槽設置補

助金の減額でございます。 

  ４目、農林水産業費県補助金で８３０万２,０００円の増額補正で、内訳は青年就農

給付金事業給付金６３７万５,０００円減額、農業生産基盤保全管理等推進整備費補助

金１,４６７万７,０００円増額によるものでございます。 

  １８款、繰入金、１項、３目、河川浄化推進事業基金繰入金で２９３万７,０００円

の減額でございます。 

  ２０款、諸収入、４項、１目、雑入で４５万円の減額補正で、内訳は保育所職員と児

童の給食費６３万円の減額、預かり保育費１８万円増額によるものです。 

  ５項、１目、民生費受託事業収入で２６０万４,０００円の増額補正で、広域入所受

託料の計上によるものでございます。 

  次に、２１款、町債、１項、１目、総務債で６８０万円の減額補正で、本庁舎の空調

設備改修工事設計業務委託料の財源とするものの減額でございます。 

  ５８ページに移りまして、４目、農林水産業債で１，１７０万円の増額補正で、農業

体質強化基盤整備事業の柿ノ戸水路、庄の本水路、樫河用水路の改修費の財源とするも

のでございます。 

  ８目、教育債で９３０万円の減額補正で、中央公民館の空調整備改修等事業費の財源
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とするものの減額でございます。 

  次に歳出でございます。 

  ５９ページをごらんください。 

  １款、議会費、１項、１目、議会費で１６万円の増額補正で、一般職の退職手当組合

負担金２,０００円と一般職の共済費１５万８,０００円の増額によるものです。退職手

当組合負担金については、給与額の変更に伴うもの、共済費については、標準報酬額の

変更に伴うものでございます。これより以下、同様の理由で一般職の退職手当組合負担

金や、共済費を計上してございますが、説明は省略させていただきますので、御了解を

いただきますよう、よろしくお願いします。 

  ２款、総務費、１項、１目、一般管理費で３７９万９,０００円の減額補正でござい

ます。内訳につきましては、１３節、委託料、ストレスチェック業務委託料１５９万７,

０００円の減額、入札差額による本庁舎の空調設備改修工事設計業務委託料７００万円

の減額、１９節、退職手当特別負担金で４７９万８,０００円の増額補正によるもので

ございます。 

  ５目、企画費で１２５万５,０００円の減額補正でございます。 

  ２節、給料、一般職の給料で３万７,０００円を増額してございます。これにつきま

しては、１月１日付での昇給に伴うものでございます。以下同様の理由で給料の増額を

計上してございますが、説明は省略させていただきますので御了承いただきたいと思い

ます。 

  ３節、職員手当等で、時間外勤務手当２３万４,０００円の増額、１９節、まちづく

り支援補助金１５６万１,０００円の減額でございます。 

  ６目、電子計算費で３,０３７万３,０００円の減額補正でございます。１３節で情報

系のシステム保守料が安くなったため２５０万円の減額。１４節でセキュリティークラ

ウドシステムのソフト等の使用量が安くなったために２９０万円の減額、１８節、事務

用パソコン購入の入札差額により２,６００万円の減額でございます。 

  続きまして、６０ページをごらんください。 

  １２目、防災諸費１４万４,０００円の増額補正でございます。 

  ２項、１目、税務総務費２８万８,０００円の増額補正でございます。 

  ３項、１目、戸籍住民基本台帳で２万１，０００円の減額補正でございます。これは

１９節で通知カード、個人番号カード関連の事務負担金１３万７,０００円の減額とな



－２９－ 

っております。 

  次に、３款、民生費、１項、１目、社会福祉総務費２９万６,０００円の増額補正。 

  ６１ページに移りまして、２目、国民年金事務費２万８,０００円の増額補正でござ

います。 

  ３目、老人福祉費７６３万９,０００円の減額補正で、７節、集落支援員の賃金２０

５万円の減額と１９節の地域密着型サービス施設の建設のおくれによる開設準備に係る

地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金５５８万９,０００円を減額するもので

ございます。 

  ４目、障害者福祉費３８４万１,０００円の減額補正で、扶助実績により過不足が生

じることから扶助費を補正するものです。 

  １１目、国民健康保険事業費、国民健康保険事業特別会計の繰り出し金３４０万円の

増額補正。 

  １２目、介護保険事業費、介護保険事業特別会計の繰り出し金３７万４,０００円の

減額補正。 

  １３目、後期高齢者医療費、後期高齢者医療特別会計の繰り出し金１１万５ ,０００

円の増額補正でございます。 

  １４目、臨時給付金給付事業費２,４５８万２,０００円の減額補正で、実績に基づき

臨時福祉給付金と年金生活者等支援臨時福祉給付金を減額するものでございます。 

  ６２ページにわたりまして、２項、１目、児童福祉総務費５３万５,０００円の増額

補正で、１３節で広域保育委託料３６万円の増額補正、２３節、子ども子育て支援交付

金の過年度返還金１２万８,０００円の増額補正をするものでございます。 

  ２目、青少年対策費で４万５,０００円の増額補正、４目、保育所費は財源内訳の変

更となっております。これにつきましては、歳入のところでも触れされていただきまし

たが、児童福祉施設負担金、第３子以降保育料助成事業費補助金、保育所職員と児童の

給食費、預かり保育費、児童福祉受託事業収入として保育所の広域入所受託料の補正に

伴うものでございます。 

  続きまして、４款、衛生費、１項、１目、保健衛生総務費１,７９９万６,０００円の

増額補正です。１９節の野上厚生病院への交付税分の支出金１,７８０万４,０００円に

つきましては、主に病床割及び看護学校生徒数の交付税単位費用が増額されたためでご

ざいます。 
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  ６３ページにわたりまして、４目、環境衛生費で５１０万１,０００円の減額補正で

ございます。２８節、美里簡易水道事業特別会計繰り出し金３２５万円の減額、野上簡

易水道事業特別会計繰り出し金２００万円の減額でございます。 

  ２項、１目、清掃総務費で３１万８,０００円の減額補正で、紀の海広域施設組合負

担金の減額でございます。 

  ３目、し尿処理費で８８１万円の減額補正で、合併処理浄化槽設置補助金の減額でご

ざいます。 

  ５款、農林水産業費、１項、１目、農業委員会費９万７,０００円の増額補正、２目、

農業総務費４３万円の増額補正で、時間外勤務手当３０万円を含んでおります。 

  ３目、農業振興費で青年就農給付金事業給付金６３７万５,０００円の減額補正でご

ざいます。 

  ６４ページにわたりまして、４目、耕地総務費１５万９,０００円の増額補正で、２

８節、農業集落排水事業特別会計３万３,０００円を繰り出します。 

  ６目、地籍調査事業費１,３７３万６,０００円の減額補正で、１１節、需用費２８万

円と委託料１,３６１万７,０００円減額するものでございます。 

  ７目、農業体質強化基盤整備促進事業費３,１０６万３,０００円の増額補正で、３カ

所の水路改修工事３,１００万６,０００円を計上してございます。 

  ２項、１目、林業総務費１万９,０００円の増額補正でございます。 

  ６５ページをごらんください。 

  ４項、１目、山村振興総務費２,６５７万３,０００円の減額補正でございます。これ

につきましては、地域おこし協力隊及び集落支援員の予定人数を下回ったことにより事

業費を減額するものでございます。 

  ６６ページ、６款、商工費、１項、１目、商工振興費３万円の増額補正でございます。 

  ７款、土木費、１項、１目、土木総務費１０万５,０００円の増額補正でございます。 

  ２項、１目、道路橋梁維持費で、１６節、町道維持管理補修用材料費１５０万円の増

額の補正をしてございます。 

  ２目、道路橋梁新設改良費５２万５,０００円の減額補正で、１５節で橋梁修繕工事

費６５万円の減額をしてございます。 

  ５項、１目、建設残土処理費４万円の増額補正でございます。 

  ６７ページをごらんください。 
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  ８款、消防費、１項、１目、常備消防費１６９万４,０００円の増額補正、９款、教

育費、１項、２目、事務局費１９万５,０００円の増額補正、４項、１目、社会教育総

務費１０万円の増額補正でございます。 

  ３目、公民館費で９４８万円の減額補正でございます。これにつきましては、１３節、

中央公民館の空調設備改修工事設計業務委託料と、１５節、電気室改修工事に係るもの

でございまして、いずれも入札差額によるものでございます。 

  ４目、人権教育費で５万５,０００円の増額補正でございます。 

  ６８ページに移りまして、５項、１目、保健体育総務費１６万５,０００円の増額補

正でございます。 

  次に、１２款、諸支出金、１項、１目、財政調整基金費で積立金４,８９０万円の増

額補正でございます。 

  議案書の５１ページにお戻りください。 

  第２表、繰越明許費でございます。全部で８事業ございます。繰り越し事業費の総額

につきましては５億２,７８１万円となっております。個々の事業名につきましては、

表記載のとおりでございます。 

  第３表、債務負担行為補正でございます。事項といたしましては、紀美野町雨山水辺

公園の指定管理委託料でございます。期間としましては、平成２９年度から平成３１年

度までの３年度間とし、限度額につきましては、それぞれ３０万円としております。 

  次の５２ページをごらんください。 

  第４表、地方債補正でございます。一般単独事業債では、限度額を４４０万円減額の

２億９,６９０万円に変更するものでございます。なお、補正後の起債の方法、利率、

償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。 

  以上、簡単ではございますけど、議案第１６号、平成２８年度紀美野町一般会計補正

予算（第６号）の説明といたします。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

◎日程第２０ 議案第１７号 平成２８年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第３号）について 

◎日程第２１ 議案第１８号 平成２８年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補 

              正予算（第３号）について 

◎日程第２２ 議案第１９号 平成２８年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（ 
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              第３号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２０、議案第１７号、平成２８年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第３号）について、日程第２１、議案第１８号、平成２

８年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）について、及び日

程第２２、議案第１９号、平成２８年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）について、一括議題とします。 

  説明を願います。 

  住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、議案第１７号から１９号まで御説明させて

いただきたいと思います。 

  まず、国保の補正予算から説明をさせていただきます。 

  議案書６９ページをお願いします。 

  平成２８年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）。 

  平成２８年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算第３号は、次に定めると

ころによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,５０４万８,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億３,６９６万９,０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算の補正」による。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、歳入歳出の補正の内容につきましては、補正予算の事項別明細書にて御説

明をさせていただきます。 

  それでは、７４ページをお開きください。 

  まず、３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、療養給付費等負担金８００万６,

０００円の増額補正でございます。これは、療養給付費等に要する費用の一部を国が負

担するものでございまして、今回の補正につきましては変更申請に伴うものでございま

す。 

  次、２目の高額医療費共同事業負担金で５１万１,０００円の増額補正でございます。
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これは、高額医療費共同事業の費用に充てるため、国それから県から交付されるもので

ございまして、今回の補正につきましては拠出金の額の確定に伴うものでございます。 

  次、３款、２項、１目、財政調整交付金で２２６万８,０００円の増額補正でござい

ます。これは、保険管理事業に対して特別調整交付金でございます。この内訳につきま

しては、野上厚生総合病院分で１４万４,０００円の減額、それから町が行う特定健診

未受診者対策フォローアップ対策で４５万７,０００円の減額、診療所分で２８８万７,

０００円の増額に伴う補正でございます。 

  次、７目、災害臨時特例補助金で１０万９,０００円の増額です。東日本大震災に伴

う特例措置として医療保険者の増額負担分を国から補助されるもので、紀美野町へは１

名の方が対象となったものでございます。 

  次、４款、１項、１目、療養給付費等交付金２４万３,０００円の増額でございます。

これは、退職被保険者等の医療給付費等の財源として、診療報酬支払基金から交付され

るもので額の確定に伴うものでございます。 

  次、６款、１項、１目、高額医療費共同事業負担金で５１万１,０００円の増額補正

でございます。高額医療費共同事業の費用に充てるため、国、県から交付されるもので、

共同事業拠出金の額の確定によるものでございます。 

  次、９款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金３４０万円の増額補正でございます。

保険基盤安定繰入金の額の確定に伴うものでございます。 

  次、７６ページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  １款、１項、１目、一般管理費９万５,０００円の増額補正でございます。一般職の

共済費の増額に伴うものでございます。 

  次の２款、１項から、次のページの中ほど６款、１項までにつきましては、今回の歳

入の補正に伴う一般財源から特定財源への財源更正を行うものでございます。 

  次、７款、１項、１目、高額医療費拠出金２０４万４,０００円の増額でございます。

これにつきましては、高額医療費共同事業の財源として国保連合会に拠出するものでご

ざいまして、額の確定に伴うものでございます。 

  次、３目、保険財政共同安定化事業拠出金４,０４６万８,０００円の減額でございま

す。保険財政共同安定化事業の財源として、国保連合会に拠出する費用でございまして、

額の確定に伴うものでございます。減額の要因につきましては、県内、全市町村の保険
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財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額の減少と、紀美野町の一般被保険者の減少

率が大きかったことに伴うものでございます。 

  次、７８ページをお願いします。 

  ８款、保健事業費、今回の歳入の補正に伴う一般財源から特定財源への財源更正でご

ざいます。 

  次、９款、２項、１目、繰出金２７４万３,０００円の増額でございます。国から受

けた保険管理事業への特別調整交付金を各関係部署に繰り出すもので、内容につきまし

ては、野上厚生病院分として１４万４,０００円の減額、国保直営診療所分として２８

８万７,０００円の増額となるものでございます。 

  次、９款、３項、１目、財政調整基金費５,０６３万４,０００円の増額です。今回の

補正での歳入総額により歳出額を差し引いた全額を基金へ積み立てるものでございます。 

  以上、平成２８年度国民健康保険事業特別会計の補正予算第３号についての説明とさ

せていただきます。 

  続きまして、国保診療所の補正予算の説明をさせていただきます。 

  ページ数７９ページをお願いします。 

  議案第１８号、平成２８年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第

３号）。 

  平成２８年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６万４,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,４７１万７,０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、補正予算事項別明細書にて御説明をさせていただきます。 

  ８４ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款、診療収入、１項、診療収入、１目、外来収入で２７２万３,０００円の減額補

正でございます。収入実績からの減額推計によるものでございます。内訳につきまして
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は、１節、国民健康保険診療収入で７２万１,０００円の減額、２節の社会保険診療収

入で１０万３,０００円の減額、３節、後期高齢者医療保険診療収入で３１３万１,００

０円の減額、４節のその他収入で１２３万２,０００円の増額でございます。 

  次、４款、１項、２目、国民健康保険事業特別会計繰入金で２８８万７,０００円の

増額補正でございます。国吉・長谷毛原・細野の３診療所の収支マイナス分の一部を国

から補塡されるものでございまして、今回は診療日数の算定基準の見直しがあったこと

に伴う補正でございます。 

  次、８５ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、１項、１目、一般管理費で１６万４,０００円の増額補正でございます。一般

職員の人件費である給料、職員手当、共済費の増額となってございます。 

  以上、簡単でございますが、平成２８年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算の第３号の説明とさせていただきます。 

  続きまして、８７ページをお願いします。 

  議案第１９号、平成２８年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）。 

  平成２８年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億３,４５２万５,０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、９２ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入です。 

  ３款、１項、１目、一般会計繰入金で１１万５,０００円の増額補正でございます。

この後、説明させていただく歳出での職員給与費の補正に伴うものでございます。 

  次のページ、９３ページです。 

  歳出です。 

  １款、１項、１目、一般管理費１１万５,０００円の増額でございます。右の欄にご
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ざいますとおり一般職の扶養手当共済費での補正によるものでございます。 

  以上、簡単でございますが、２８年紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算第３号

の説明とさせていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第２３ 議案第２０号 平成２８年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第 

              ４号） 

○議長（小椋孝一君）    平成２８年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第

４号）について、議題とします。 

  説明を願います。 

  保健福祉課長、湯上君。 

（保健福祉課長 湯上ひとみ君 登壇） 

○保健福祉課長（湯上ひとみ君）    それでは、議案書の９５ページをごらんくださ

い。 

  議案第２０号、平成２８年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）。 

  平成２８年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７７万８,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億２,７８３万２,０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、議案書の１００ページをごらんください。 

  まず、歳入でございます。 

  ３款、２項、３目、地域支援事業交付金、包括的支援事業任意事業９３万６,０００

円の減額補正でございます。これは、新しい介護予防日常生活支援総合事業に取り組む

ための生活支援コーディネーターの雇用と協議体の設置を予定していましたが、応募が

なく当面職員で業務を行うことにしたことで、２４７万８,０００円の減額及び人件費

の補正に伴う７万８,０００円の増額との差額２４０万円の減額の３９％分でございま

す。また、５款、２項、２目及び６款、１項、３目も同様で、それぞれ４６万８,００
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０円の減額補正でございます。これにつきましても、さきの理由と同様の２４０万円の

減額につきましての１９.５％分でございます。 

  次に、６款、１項、４目の事務費繰入金９万４,０００円の増額補正でございます。

これにつきましては、人件費の補正によるものでございます。 

  続きまして、１０１ページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  １款、１項、１目、一般管理費の９万４,０００円の増額補正、次の３款、２項、３

目、総合相談事業費の３万４,０００円の増額補正、続く４目、包括的継続的ケアマネ

ジメント支援事業費の４万４,０００円の増額補正は、全て人件費の補正によるもので

ございます。 

  次に、７目、生活支援体制整備事業費の２４７万８,０００円の減額補正でございま

す。先ほど歳入でも申し上げたとおり、新しい介護予防日常生活支援総合事業に取り組

むための生活支援コーディネーターをホームページと広報紙で２度募集しましたが、応

募がなく、職員がその業務を行ったためです。また、生活支援コーディネーターが中心

となり協議体を立ち上げる予定でしたが、コーディネーターの確保ができなかったため

役場内プロジェクトなどにより協議を行ったためでございます。 

  続く、７款、１項、１目、介護給付費準備基金積立金の５２万８,０００円の増額補

正でございます。これにつきましては、３款、２項の２４０万円の２２％分の介護保険

料の残額を積み立てるものです。 

  以上、議案第２０号平成２８年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算の第４号の

説明とさせていただきます。 

（保健福祉課長 湯上ひとみ君 降壇） 

◎日程第２４ 議案第２１号 平成２８年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算 

              （第２号） 

○議長（小椋孝一君）    日程第２４、議案第２１号、平成２８年度紀美野町農業集

落排水事業特別会計補正予算（第２号）について、議題とします。 

  説明を願います。 

  建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    それでは、１０３ページをお願いします。 
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  議案第２１号、平成２８年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）。 

  平成２８年度紀美野町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２,７４９万４,０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １０８ページをお願いします。 

  歳入、３款、繰入金で一般会計からの繰入金額を３万３,０００円増額をお願いする

ものでございます。 

  続きまして、１０９ページをお願いします。 

  歳出、１款、総務費、１項、施設管理費、１目、一般管理費の４節、共済費の増額を

３万３,０００円お願いするものでございます。 

  以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

◎日程第２５ 議案第２２号 平成２８年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算 

              （第３号） 

◎日程第２６ 議案第２３号 平成２８年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算 

              （第４号） 

◎日程第２７ 議案第２４号 平成２８年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号） 

○議長（小椋孝一君）    日程第２５、議案第２２号、平成２８年度紀美野町野上簡

易水道事業特別会計補正予算（第３号）について、日程第２６、議案第２３号、平成２

８年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について、及び日程第２

７、議案第２４号、平成２８年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）について、

一括議題とします。 

  説明を願います。 

  水道課長、田中君。 

（水道課長 田中克治君 登壇） 
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○水道課長（田中克治君）    議案書の１１１ページをお開きください。 

  議案第２２号、平成２８年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

  平成２８年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２００万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ５,０９１万９,０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  補正内容について御説明いたします。 

  １１６ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  ３款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金２００万円の減額補正です。電気料金の

減額に伴うものでございます。 

  続いて、１１７ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１項、１目、一般管理費の補正です。１１節の需用費の電気量２００

万円の減額です。４月からの電気使用量の実績による減額です。補正後の歳入歳出額合

計は５,０９１万９,０００円でございます。 

  以上、簡単ですが御説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の１１９ページをお願いします。 

  議案第２３号、平成２８年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）。 

  平成２８年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６５５万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億３７３万５,０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  補正内容について御説明いたします。 

  １２４ページをお開き願います。 

  歳入でございます。 

  ４款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金３２５万円の減額補正です。水道事業経

営戦略委託業務による入札差額及び国道３７０号線配水管移設工事の工事未施工による

ものです。 

  ６款、１項、１目、雑入３３０万円の減額補正です。国道３７０号線道路改良工事未

施工による補償金の減額に伴うものでございます。 

  １２５ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１項、１目、一般管理費の補正です。１３節の委託料１２３万６,０

００円の減額は、入札差額によるものです。 

  ２目、作業費、１５節、工事請負費の５４８万７,０００円の減額です。国道３７０

号線道路改良工事の県工事未施行によるものです。補正後の歳入歳出額は、それぞれ１

億３７３万５,０００円でございます。 

  以上、簡単でございますが御説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の１２７ページをお開きください。 

  議案第２４号、平成２８年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）。 

  （総則） 

  第１条 平成２８年度紀美野町上水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

  （収益的支出の補正） 

  第２条 平成２８年度紀美野町上水道事業会計予算、以下予算という、第３条に定め

た収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

  第１款、水道事業費用、支出１億６２６万４,０００円、補正額ゼロ円、計１億６２

６万４,０００円。 

  第１項、営業費用９,３９９万円、補正額１８万６,０００円、合計９,４１７万６,０

００円。 

  第３項、予備費２２８万９,０００円、減額補正１８万６,０００円、合計２１０万３,
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０００円。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第３条 予算第７条に定めた経緯の金額を次のように改める。 

  （１）職員給料費２,９５６万円を補正予算額１８万６,０００円、計２,９７４万６,

０００円。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １２９ページをお開きください。 

  平成２８年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）実施計画明細書でございま

す。 

  収益的収入及び支出。 

  支出でございます。 

  １款、水道事業費用、１項、営業費用、既決予定額９,３９９万円を１８万６,０００

円増額し、９,４１７万６,０００円。 

  ３項、予備費、既決予定額２２８万９,０００円を１８万６,０００円減額し、２１０

万３,０００円とするものでございます。昇給に伴う職員の給料、手当等の増額を補正

でお願いするものでございます。 

  補正後の１款、水道事業費用の額に変わりはございません。 

  続きまして、１３０ページをお開きください。 

  平成２８年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）予定キャッシュフロー計算

書でございます。 

  これは、現金や預金などのお金の流れで事業の実態をあらわすものでございます。 

  キャッシュの増減をフローであらわすもので、人件費の支出は１８万６ ,０００円の

増で示してございます。業務活動によるキャッシュフローは今年度予定として５９３万

９,０００円の増を、増額を見込んでいます。 

  続きまして、１３１ページから１３２ページに上水道事業予定貸借対照表を載せてご

ざいます。 

  以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 

（水道課長 田中克治君 降壇） 

◎日程第２８ 議案第２５号 平成２９年度紀美野町一般会計予算 

○議長（小椋孝一君）    日程第２８、議案第２５号、平成２９年度紀美野町一般会
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計予算について、議題とします。 

  説明の際には、ページ数を言ってから、説明を願いたいと思います。 

  それでは、歳入全般及び歳出第１款から第２款について説明を願います。 

  総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    それでは、予算書の１ページをお開きください。 

  議案第２５号、平成２９年度紀美野町一般会計予算。 

  平成２９年度紀美野町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出の総額は歳入歳出それぞれ６５億６,０００万円と定める。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

  （地方債） 

  第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  （一時借入金） 

  第３条 地方自治法第２３５条の３、第２項の規定による一時借入金の借入額の最高

額は、１０億円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定より、歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。 

  第１号 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  予算書の１０ページをお開きください。 

  まず、歳入でございますが、目を中心に説明申し上げます。 

  なお、説明資料を別添させていただいておりますので、御参照いただきたいと存じま

す。 

  それでは、説明させていただきます。 

  １款、町税、１項、１目の個人では、前年度比較１３９万１,０００円増額の２億８,
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７６１万９,０００円の計上でございます。 

  ２目の法人税は、３０４万９,０００円減額の１,７１８万１,０００円の計上でござい

ます。 

  １款、２項、１目の固定資産税では、２８２万４,０００円の増額の４億４１２万１,

０００円の計上でございます。 

  ２目の国有資産等、所在市町村交付金及び納付金では４万１,０００円減額の２５１

万４,０００円の計上でございます。 

  １款、３項、１目の軽自動車税では２６８万６,０００円の増額の３,６５０万９,００

０円の計上でございます。 

  １款、４項、１目の市町村たばこ税では８００万円増額の３,２００万円の計上でご

ざいます。 

  １１ページをごらんください。 

  １款、５項、１目の入湯税では、前年度と同額の３０万円の計上です。 

  次に、２款、地方法譲与税、１項、１目の地方揮発油譲与税は前年度と同額の２,０

００万円の計上でございます。 

  ２款、２項、１目の自動車重量譲与税も前年度と同額の４,２００万円の計上です。 

  ３款、利子割交付金、１項、１目の利子割交付金は２００万円減額の１００万円の計

上でございます。 

  ４款、配当割交付金、１項、１目の配当割交付金は前年度と同額の２００万円の計上

としてございます。 

  ５款、株式等譲渡所得割交付金、１項、１目の株式等譲渡所得割交付金も前年度と同

額の５０万円の計上です。 

  １２ページをお開きください。 

  ６款、地方消費税交付金、１項、１目の地方消費税交付金も前年度と同額の１億３,

０００万円を計上してございます。 

  ７款、ゴルフ場利用税交付金、１項、１目のゴルフ場利用税交付金も前年度と同額の

３,１００万円の計上でございます。 

  ８款、自動車取得税交付金、１項、１目、自動車取得税交付金も前年度と同額の８０

０万円の計上でございます。 

  ９款、地方特例交付金、１項、１目、地方特例交付金も前年度と同額の２００万円の
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計上でございます。 

  １０款、地方交付税、１項、１目、地方交付税も前年度と変わらず３５億５,０００

万円の計上としてございます。 

  １３ページをごらんください。 

  １１款、交通安全対策特別交付金、１項、１目の交通安全対策特別交付金は前年度と

同額の８０万円の計上でございます。 

  １２款、分担金及び負担金、１項、１目の農林水産業費分担金では２００万円減額の

６５万円の計上でございます。事業量の減少に伴いまして受益者負担分の減額というこ

とになります。 

  １２款、２項、１目の総務負担金では４２万円増額の４５万円の計上です。 

  ２目の民生費負担金では２０３万８,０００円減額の２,８２０万９,０００円の計上と

してございます。 

  １３款、使用料及び手数料、１項、１目の総務使用料は、前年度と同額の１２２万６,

０００円の計上としてございます。 

  ２目の民生使用料では２万３,０００円減額の３１１万１,０００円の計上です。 

  １４ページをごらんください。 

  ３目の農林水産業使用料では、前年度と同額の１１４万円の計上です。 

  ４目の土木使用料では３３万２,０００円増額の３,７５３万４,０００円の計上です。 

  ５目、教育使用料では６万円増額の３１７万９,０００円の計上です。 

  １３款、２項、１目の総務手数料では１９万６,０００円減額の５１４万９,０００円

の計上でございます。 

  １５ページをお開きください。 

  ２目の衛生手数料では２万５,０００円増額の１,６０７万８,０００円の計上です。 

  ３目の土木手数料は１８万１,０００円増額の１,９６２万４,０００円の計上です。 

  ４目の消防手数料は前年度と同額の１万円の計上です。 

  次に１４款、国庫支出金、１項、１目の民生費国庫負担金は８７万４,０００円減額

の１億８,６９４万９,０００円の計上です。 

  次に２目の衛生費国庫負担金については、前年度と同額の２４万円の計上としてござ

います。 

  次のページ、１６ページをごらんください。 



－４５－ 

  １４款、２項、１目の総務費の国庫補助金では７２１万５,０００円増額の１,３１５

万８,０００円の計上です。主な増額の要因といたしましては、１節、総務費補助金の

説明欄の４行目の地方創生推進交付金８７６万１,０００円は、新たに計上してござい

ますのと、前年度には社会保障税番号制度のシステム整備補助金２９４万１,０００円

を計上しておりましたが、今年度は計上していないのが理由でございます。 

  次に、２目の民生費国庫補助金では３,６４８万７,０００円減額の７７６万８,０００

円の計上です。これにつきましては、前年度計上しておりました臨時福祉給付金給付事

業費補助金関係の３,７５４万５,０００円がなくなったことが主な要因でございます。

また、３節、老人福祉費補助金には、地域介護福祉空間整備等施設整備交付金１７８万

９,０００円を計上してございます。 

  次に、３目の衛生費国庫補助金では２２万５,０００円増額の６４８万４,０００円の

計上です。 

  ４目の土木費国庫補助金では、社会資本整備総合交付金１,５５９万３,０００円減額

の１,７５５万円の計上としてございます。 

  ５目の教育費国庫補助金では７０１万７,０００円増額の７２７万円の計上で、学校

施設環境改善交付金７１７万１,０００円によるものでございます。 

  次に、１４款、３項、１目の総務国庫委託金では１,１０３万７,０００円減額の１６

万３,０００円の計上です。減額の要因といたしましては、前年度には参議院議員通常

選挙の執行委託料に１,１００万円が計上されていたことによるものでございます。 

  １７ページをごらんください。 

  ２目の民生費国庫委託金では１０万６,０００円減額の２３５万９,０００円の計上で

ございます。 

  次に、１５款、県支出金、１項、１目の民生費県負担金では１４０万６,０００円減

額の１億５,２６８万１,０００円の計上です。主な減額要因といたしましては、２節、

障害者福祉費負担金の説明欄の上から１行目の自立支援医療費で前年度より１０１万７,

０００円増額した反面、４行目の障害児入所給付費等負担金が１４８万円減額、それか

ら３節、国民健康保険基盤安定負担金で前年度より５０万円減額したことなどによるも

のでございます。 

  ２目の衛生費県負担金は前年度と同額の１２万円の計上としております。 

  ３目の農林水産業費県負担金では２０４万円増額の５,６２２万７,０００円の計上で



－４６－ 

す。これは、地籍調査事業費の増額によるものでございます。 

  次に、１８ページをごらんください。 

  １５款、２項、１目の総務費県補助金で６５万６,０００円増額の５０４万円の計上

です。主な増額の要因といたしましては、住宅耐震化促進事業費補助金を９０万円増額

しているためでございます。 

  ２目の民生費県補助金では３９３万１,０００円の増額で３,３２９万３,０００円の計

上でございます。主な増額の要因といたしましては、３節、老人福祉費補助金の説明欄

６行目の地域事業介護総合確保事業施設等整備費補助金３１０万５ ,０００円を計上し

ているためでございます。 

  ３目の衛生費県補助金では８１万２,０００円減額の７４４万８,０００円の計上です。

主な減額要因といたしましては、前年度に在宅医療推進費補助金２７万円、がん検診推

進支援事業費補助金５１万２,０００円を計上していたためでございます。 

  次に、１９ページをごらんください。 

  ４目の農林水産業費県補助金では１５３万７,０００円増額の６,３１６万５,０００円

の計上です。主な増額要因といたしましては、１節、農業費補助金で農作物鳥獣害防止

総合対策事業補助金を１４４万円増額、グリーンツーリズム推進補助金５０万円を新た

に計上してございます。２節、林業費補助金では、森林整備地域活動支援交付金１１４

万円を前年度計上しておりましたけれども今年度は計上してございません。 

  ５目の商工費県補助金では５８万２,０００円増額の５９万７,０００円の計上で、観

光施設整備補助金を計上しているためでございます。 

  ６目の土木費県補助金では、前年度と同額の４万３,０００円の計上です。 

  ７目、消防費県補助金では４４万９,０００円減額の２０６万６,０００円の計上で、

石油貯蔵施設立地対策等交付金の減額でございます。 

  ８目、教育費県補助金では８０万円減額の１５３万２,０００円の計上でございます。

人権啓発市町村助成事業費補助金５０万円減額、放課後子供教室推進事業費補助金６０

万円減額してございますが、新たに子供の居場所づくり推進事業補助金３０万円を計上

してございます。 

  １５款、３項、１目の総務費県委託金では１３万９,０００円減額の１,２９８万６,０

００円の計上でございます。 

  次に、２０ページをごらんください。 



－４７－ 

  ２目の民生費県委託金では４,０００円減額の６,０００円の計上でございます。 

  ３目の農林水産業費県委託金は前年度と同額の３３万円の計上です。 

  ４目の教育費県委託金では２１万３,０００円増額の４６万円の計上です。 

  次に、１６款、財産収入、１項、１目の財産貸付収入では６６万円減額の１,２３０

万２,０００円の計上でございます。 

  ２目の利子及び配当金では７２万７,０００円増額の３４４万１,０００円の計上でご

ざいます。 

  ２１ページをごらんください。 

  １６款、２項、１目の物品売払収入及び２目の不動産売払収入につきましては、前年

度と同額の１,０００円の計上でございます。 

  次に、１７款、寄附金、１項、１目の一般寄附金は前年度と同額の１,０００円の計

上です。 

  ２目のふるさとまちづくり応援寄附金は、４９０万円増額し５００万円の計上として

ございます。 

  次に、１８款、繰入金、１項、１目の財政調整基金繰入金では１億１,４４５万３,０

００円減額の２億５,５３０万３,０００円の計上でございます。 

  ２目、美里の湯かじか荘基金繰入金は、今年度新たに３２万５,０００円を計上して

ございます。 

  ３目の地上デジタル放送中継施設基金繰入金では２０３万４,０００円増額の６０４

万円の計上です。改修工事費等の増額によるものでございます。 

  ４目の河川浄化推進事業基金繰入金は前年度と同額の６２６万円の計上でございます。 

  ５目、瀬藤基金繰入金は、今年度新たに３１０万円を計上してございます。 

  ６目、ふるさとまちづくり応援基金繰入金も今年度新たに６４０万円を計上してござ

います。 

  次に、２２ページをお開きください。 

  １９款、繰越金、１項、１目の繰越金は前年度と同額の５００万円の計上としてござ

います。 

  次に、２０款、諸収入、１項、１目の延滞金では前年度と同額の１００万円計上して

ございます。 

  ２０款、２項、１目の町預金利子は前年度と同額の２０万円の計上でございます。 
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  ２０款、３項、１目の貸付金元利収入は３６万４,０００円増額の３７万３,０００円

の計上となっており、災害弁護士金貸付金元利償還金を新たに計上してございます。 

  ２３ページにわたりまして、２０款、４項、１目の雑入では８１万８,０００円減額

の４,５２１万４,０００円の計上でございます。 

  ２４ページをごらんください。 

  ２１款、町債、１項、１目の総務債では１億２,７５０万円増額の１億９,８８０万円

の計上です。新たな事業といたしましては、本庁舎の空調設備整備事業とエレベーター

改修事業、蓑津呂集会所新築工事などでございます。 

  ２目の民生債では１,１９０万円増額の３,２４０万円の計上です。増額の要因は、長

谷毛原健康センターの空調設備更新事業によるものでございます。 

  ３目の衛生債では２,４９０万円減額の２００万円の計上です。主な減額の要因とい

たしましては、紀の海広域施設組合の負担金事業がなくなったためでございます。 

  ４目の農林水産業債では４,３４０万円減額の４,１８０万円を計上してございます。

主な減額要因といたしましては、山畑農免道路の整備事業費の減額などによるものでご

ざいます。 

  ５目の土木債では５,１４０万円増額の３億１,５００万円の計上です。主な増額要因

といたしましては、町道吉見１号線改良事業、長谷国木原線舗装補修事業などによるも

のでございます。 

  ６目の消防債では７,０３０万円減額の８６０万円の計上です。主な減額の要因とい

たしましては、高規格救急車購入事業や消防格納庫整備事業の完了によるものでござい

ます。 

  ７目の教育債では１億２,０００万円増額の１億３,９６０万円の計上でございます。

主な増額の要因といたしましては、中央公民館の空調設備等の整備事業とエレベーター

改修事業、それから下神野小学校空調設備設置事業などによるものでございます。 

  ８目の臨時財政対策債は前年度と同額の２億１,０００万円を計上してございます。 

  以上、簡単でございますが、歳入の説明をさせていただきました。 

  続きまして、歳出の１款、２款で総務課関係予算の説明のほうに移らせていただきま

す。 

  予算書２５ページをごらんください。 

  １款、議会費、１項、１目の議会費では１,０５０万６,０００円の減額の７,０４５万
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７,０００円の計上となっております。主な減額要因といたしましては、一般職員の定

年退職による人件費、給料、それから職員手当等、共済費の減額でございます。 

  ２６ページをごらんください。 

  ２款、総務費、１項、１目の一般管理では９,４８５万３,０００円増額の４億２,１２

３万６,０００円の計上です。この予算につきましては、人件費と庁舎の維持管理費用

が主なものとなってございます。 

  ちょっとページが飛ぶんですが、２９ページの下の欄から３０ページをごらんくださ

い。 

  ２目の文書広報費では５万９,０００円減額の２５９万４,０００円を計上してござい

ます。 

  ３目の会計管理費では２３万１,０００円増額の３９万７,０００円を計上してござい

ます。 

  続きまして、３１ページをごらんください。 

  ５目の企画費では２６１万３,０００円増額の９,８７３万７,０００円を計上してござ

います。 

  ３２ページの１５節、工事請負費、地上デジタル放送関連工事で前年度と比較して２

３５万４,０００円増額してございます。 

  次に３２ページの下段、６目の電子計算費で６,０２５万５,０００円減額の４,７４２

万７,０００円の計上でございます。減額要因といたしましては、前年度１８節、備品

購入費で事務用パソコン等の購入費用として５,６０９万９,０００円を計上していたた

めでございます。 

  次に３３ページ下段から、３４ページにわたりまして、７目、支所及び出張所、３４

０万９,０００円減額の２,２１４万７,０００円を計上してございます。減額要因といた

しましては、前年度１５節で工事請負費で美里支所空調設備の工事費など３８３万２ ,

０００円を計上していたためでございます。 

  ３５ページをごらんください。 

  ８目の公平委員会費で１万円減額の１１万１,０００円の計上です。 

  ９目の自治振興費では１,２７６万９,０００円増額の６,４４６万６,０００円の計上

でございます。主な増額の要因といたしましては、蓑津呂集会所の新設事業に関する委

託料と工事費を計上していることによるものでございます。 
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  次に、３６ページをごらんください。 

  １０目の交通安全対策費では６万８,０００円増額の６４８万４,０００円の計上とな

ってございます。 

  ３７ページの中段をごらんください。 

  １１目の諸費では１万９,０００円減額の９８万９,０００円の計上でございます。 

  １２目の防災諸費では１,５０５万２,０００円増額の４,８６２万５,０００円計上し

てございます。主な増額要因といたしまして、人件費の増額、３８ページの下段１８節、

気象観測用備品購入費、３９ページ説明欄の８行目の住宅耐震改修事業補助金の増額に

よるものでございます。 

  次に、４２ページをごらんください。 

  ２款、総務費、４項、選挙費、１目の選挙管理委員会費で５万円増額の３３万７,０

００円を計上してございます。 

  ２目の町長選挙費では、今年度新たに１,０００万円を計上してございます。 

  ４３ページの下段には、３目、土地改良区総代選挙費で今年度新たに７万８,０００

円を計上してございます。 

  次に、４４ページの下段をごらんください。 

  ２款、６項、１目の監査委員費で前年度と同額の２９万円を計上してございます。 

  以上、簡単ですが、１、２款の総務課関係の予算の説明とさせていただきます。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷昌弘君 登壇） 

○企画管財課長（中谷昌弘君）    それでは、私からは、第２款、総務費のうち企画

管財課に係る主な予算について御説明をさせていただきます。 

  予算書の２６ページをお開きください。 

  第２款、第１項、第１目、一般管理費でございます。 

  ここでは、企画管財課の庶務に係る経費と役場庁舎の維持管理に必要な経費を計上し

てございます。 

  まず、２７ページをお開きください。 

  １１節、需用費の消耗品費４３１万４,０００円の中には企画管財課が購入するコピ

ー用紙並びに一般事務用品２５１万７,０００円が含まれてございます。 
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  次に、燃料費１６９万７,０００円の中には本庁舎の暖房用Ａ重油１１２万５,０００

円が含まれてございます。 

  次に、印刷製本費３４３万６,０００円の中にはコピー料金並びに業務に使用する封

筒等の印刷費として３０６万３,０００円が含まれてございます。 

  次に、電気料６６０万円につきましては役場本庁舎で使用するものでございます。 

  次に、１２節、役務費電話料１３８万円につきましては本庁舎で使用する電話料金で

ございます。 

  続いて、２８ページをお開きください。 

  １３節、委託料でございます。ここには役場本庁舎の設備機器等の維持管理に係る各

種の委託料を計上してございます。 

  ２９ページ上段でございます。 

  本庁舎空調設備改修工事管理業務委託料２８０万円、これにつきましては今年度役場

本庁舎空調設備改修工事に伴う工事管理業務委託料を計上してございます。 

  次に、１４節、使用料及び賃借料のうち借地料４３２万１,０００円につきましては

役場本庁舎及び中央公民館の敷地と駐車場の借地料でございます。 

  続いて、１５節、工事請負費でございます。まず、本庁舎空調設備の改修工事１億１,

４００万円、これにつきましては役場本庁舎の空調設備は設備後３５年が経過し老朽化

が著しく設備の修理対応が困難な状況となってございます。本年度において空調設備の

改修費用を計上してございます。また、本庁舎エレベーター改修工事５９４万円につき

ましては、設置後同じく３５年が経過し、老朽化が著しく主要な機器、制御盤、巻き上

げ機モーター等々の設備の取りかえに伴う改修費用を計上してございます。 

  続いて、３０ページをお開きください。 

  ４目、財産管理費でございます。ここでは、町が管理する建物財産の維持管理に伴う

経費を計上してございます。本年度１,３５４万５,０００円、前年比９６９万１,０００

円の増額となってございます。これについては、主なものとして工事費が主な要因とな

ってございます。 

  １２節、役務費のうち火災保険料６３４万２,０００円につきましては、役場庁舎、

集会所、学校、消防本部等々町が所有する２０７施設３０４物件が保険の対象となって

ございます。 

  その下、自動車損害保険料３２６万７,０００円につきましては、町が所有する公用
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車に係る保険料でございます。 

  次に、１４節、使用料及び賃借料でございますが、固定資産管理システムの使用料６

４万８,０００円並びに１０２万３,０００円につきましては、各種施設の賃借料でござ

います。 

  次に、１５節、工事請負費でございますが、かじか荘設備更新工事５４８万７ ,００

０円並びに旧にう木工敷地整備工事５８０万円、計１,１２８万７,０００円を計上して

ございます。 

  続いて、３１ページをお開きください。 

  第５目、企画費でございます。今年度９,８７３万７,０００円前年比２６１万３,００

０円の増額となってございます。これにつきましては、人件費並びに報償費、ふるさと

納税の返礼品等々の増額と昨年度の各種計画等の委託料１,０００万円の減額が主な要

因となってございます。 

  まず、８節、報償費はふるさとまちづくり応援寄附金に伴う返礼品１５０万円を計上

してございます。前年比１４４万円の増額となってございます。 

  次に、１２節、役務費のうち郵便料７５万円につきましては、ふるさとまちづくり応

援寄附金に伴う返礼品の郵送料でございます。前年比７３万３ ,０００円の増額となっ

てございます。 

  続いて、１３節、委託料のうち施設管理委託料１,１３１万５,０００円、これにつき

ましては、かじか荘の指定管理委託料でございます。前年度と同額となってございます。 

  続いて、３２ページをお開きください。 

  １８節、備品購入費でございます。これにつきましては、公用車１台２７７万円の購

入するための予算を計上してございます。 

  次に、１９節、負担金補助及び交付金のうち定住促進補助金１,３５０万円を計上し

てございます。前年度と同額となってございます。 

  次に、２２節、補償補塡及び賠償金１,０００万円につきましては、紀美野町土地開

発公社での土地売買に伴う損失補塡金を計上してございます。３区画の売却を予定して

ございます。前年度と同額となってございます。 

  続いて、３７ページをお開きください。 

  第１１目、諸費でございます。１２節、役務費賠償保険料８２万２,０００円、この

保険につきましては、町村等が所有、使用及び管理する施設の瑕疵及び業務遂行上の過
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失に起因する事故について町が法律上の賠償責任を負う場合の損害に対して保険金を支

払う制度でございます。その保険料でございます。 

  続いて、少し飛びます。４４ページをお開きください。 

  第５項、統計調査費、第１目、指定統計費でございます。これにつきましては、統計

法に基づいて本年度において実施する教育統計調査、就業行動基本調査並びに工業統計

調査の統計調査による報酬と必要経費でございます。本年度５４万５ ,０００円、前年

比１０万４,０００円の減額となってございます。これにつきましては、調査に伴う非

常勤職員等の報酬額の減額による分が主な要因となってございます。 

  以上、簡単ではございますが、第１款、第２款の中の企画管財課の関係予算について

の御説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 中谷昌弘君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ちょっと皆さんにあれですけども、時間１２時ということ

なんやけども、１款、２款、もう少しでいきたいと思います、よろしいですか。 

  税務課長、西岡君。 

（税務課長 西岡秀育君 登壇） 

○税務課長（西岡秀育君）    それでは、税務関係から御説明申し上げます。 

  予算書３９ページをごらんください。 

  ２款、総務費、２項、町税費、１目、税務総務費と２目賦課徴収費について御説明申

し上げます。 

  １目、税務総務費は５,１９７万３,０００円で、昨年度に比べ５１８万５,０００円の

減額でございます。主な内訳ですが、給与、職員手当、共済費の減額です。 

  １９節の負担金、補助金及び交付金、４０ページをごらんください。 

  和歌山地方税回収機構の負担金１１万７,０００円の減額の内訳でございます。直近

の国勢調査により１万人未満となりましたので、通常１０万円が負担金５万円となり基

礎負担金の５万円の減額。２７年度実績割の１２万７,０００円の減額と処理件数、本

年度につきましては１件増の６万円の増となっております。 

  ２目、賦課徴収費２,３０５万３,０００円につきましては、昨年度に比べまして７４

８万円の減額でございます。主な要因といたしましては、１３節の委託料で２８年度当

初予算に計上していました３年前の評価がえの標準宅地鑑定業務委託料３９６万９,０

００円の減額と固定資産路線価評価更新業務委託料６１７万７ ,０００円の減額となっ



－５４－ 

ております。また、１４節、使用料及び賃借料の機器借り上げ５２万８,０００円の減

額、ＯＣＲ機械の借り上げが本年６月末に借り上げ期間が満了となり保守契約の更新が

できないため新たに１８節の備品購入費でＯＣＲリフレース一式の購入のため３４５万

６,０００円を計上しているものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（税務課長 西岡秀育君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、１款、２款の中の住民課関係の予算につい

て御説明をさせていただきます。 

  予算書の４１ページをお開きいただきたいと思います。 

  ２款、総務費、３款、戸籍住民基本台帳費、１目、同じく戸籍住民基本台帳費でござ

います。戸籍住民基本台帳費に関する予算でございまして、職員の３名の人件費と事務

に伴う需用費及び住基ネットワークシステム等の保守点検等の委託料、システムソフト

の使用料及び関連団体への負担金が主なものでございます。本年度３,５２４万８,００

０円、前年度比較１,０７０万５,０００円の増額です。この主な要因は、人件費の給与、

職員手当、共済費で前年度１６３万円の増額となること。そしてまた、本年度は５年ご

とに行う戸籍住民基本台帳の電算システムの更新年度であることから、１３節、委託料

において更新するシステムの保守更新のための６０９万９，０００円、それから１８節、

備品購入費でソフトウエア、ハードウエアスキャナー等の備品の購入で５７４万５，０

００円、それぞれ前年度に比較して増額となっているものでございます。なお、１４節

の使用料及び賃借料において昨年度計上してございました旧システムソフトの使用料が

なくなったということから２９３万３，０００円の減額となっています。増額について

はこのようなことが要因となっているものでございます。 

  以上、簡単でございますが、住民課の説明とさせていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ０時０５分） 

――――――――――――――――――― 
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 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時２９分） 

○議長（小椋孝一君）    次に、第３款から第４款について、説明を願います。 

  保健福祉課長、湯上君。 

（保健福祉課長 湯上ひとみ君 登壇） 

○保健福祉課長（湯上ひとみ君）    それでは、歳出の３、４款で保健福祉課関係予

算の説明をさせていただきます。 

  予算書の４５ページからお願いします。 

  ３款、民生費でございます。１項、１目、社会福祉総務費は１,６４０万４,０００円

減額の６,６６８万２,０００円です。主なものは、職員５名の人件費、１９節の町社会

福祉協議会補助金、民生員児童委員協議会補助金です。減額の主な要因は、一般職員の

定年退職等による人件費になります。 

  次に、４６ページをごらんください。 

  ３目になります。３目、老人福祉費は４９１万９,０００円減額の８,３０９万８,００

０円です。１節に平成２９年度策定予定の老人福祉計画策定員の報酬、９節に平成３１

年度和歌山県で開催予定の、ねんりんピック準備のための旅費を計上しております。減

額の主な要因は、人件費に加え、１３節、いきがい活動支援通所事業委託料と生活管理

指導員派遣事業委託料で介護保険の新総合事業開始に伴い見直したものです。 

  次に、４８ページをごらんください。 

  ４目、障害者福祉費です。障害者福祉費は５４０万８,０００円減額の２億４,８８１

万７,０００円です。主なものは、次の４９ページをごらんください。 

  １９節、相談支援事業負担金、ひかり作業所補助金、２０節、自立支援医療費厚生医

療分、介護給付費、訓練等給付費です。減額の主な要因は、移動支援事業、訪問入浴サ

ービス事業、障害児給付費です。 

  少し飛びますが、５１ページをごらんください。 

  ９目です。９目、総合福祉センター管理運営費は１５９万円増額の１,８２５万２,０

００円です。昨年度まで１３節、総合福祉センター管理委託料としていたものを全て７

節、臨時雇用として計上しています。また、次の５２ページの１８節、トレーニングル

ームの機器購入を計上しております。 
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  １０目、長谷毛原健康センター管理運営費は１,０８６万１,０００円増額の１,５９３

万９,０００円です。増額の主な要因は、１５節、長谷毛原健康センター空調設備更新

工事です。 

  次に、５３ページをごらんください。 

  １２目、介護保険事業費は５２７万３,０００円増額の２億４,９７５万１,０００円は、

介護保険事業特別会計への繰り出し金です。 

  次に、少し飛びまして３款、２項、児童福祉費でございます。同じ５３ページです。 

  １目、児童福祉費は４２０万６,０００円増額の９８８万３,０００円の計上です。主

なものは、職員１名の人件費と平成２９年４月から総合福祉センターに子育て世帯包括

支援センターを開設することに伴いきみのこども園に併設していました子育て支援セン

ターも総合福祉センター２階に移転予定のため、子育て支援センターの保育士の賃金な

どを計上しています。 

  次に、少し飛びますが５５ページをごらんください。 

  ３目、母子福祉費は２万８,０００円の減額の１２万１,０００円です。 

  続く、４目、保育所費は４８４万６,０００円増額の２億１,０８６万１,０００円です。

主なものは、職員２２名の人件費と、続く５６ページをごらんください。保育士等の臨

時職員の賃金、給食の賄い材料費です。なお、当初予算では計上しておりますが、人件

費には定年退職以外の退職予定の２名の保育士がまだ含まれております。 

  次に、少し飛びますが５８ページをごらんください。 

  ７目になります。７目、児童手当費は６８万１,０００円減額の８,７１６万９,０００

円です。 

  次の５９ページをごらんください。 

  ３款、３項、１目、災害救助費は３６万９,０００円増額の４２万９,０００円です。

増額の主な要因は、２３節、平成２３年度に発生した災害に対する援助資金の償還金に

なります。 

  次に、４款の衛生費に移ります。 

  ６０ページをごらんください。 

  １項、１目、保健衛生総務費は５１９万６,０００円増額の４億９,０８３万７,０００

円で、主なものは、職員６名の人件費です。また、新たに１１節には健康ロードの電灯

の電気料、１４節にはヘルストロンのリース料、次のページ６１ページをごらんくださ
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い。１９節に猫不妊手術補助金を計上しております。 

  次に、２目、予防費です。２目、予防費は８３万８,０００円増額の２,２８２万５,０

００円です。主なものは、各種予防接種委託料となっております。 

  次に、３目、母子衛生費は１４８万４,０００円減額の１,０１０万２,０００円です。

主なものは、乳幼児健診の医師報償費、妊婦健診委託料、不妊治療費助成事業です。ま

た、新たに２０節に新生児聴覚検査費助成事業を計上しております。 

  少し飛びますが６４ページをごらんください。 

  ５目、成人保険対策費は３６万８,０００円増額の３,７７５万７,０００円で、主なも

のは、栄養士事務補助の賃金と各種検診委託料です。また、新たに健康増進を強化する

運動教室の開催のため１３節、委託料と１４節、機器等の借り上げ料を計上しておりま

す。 

  以上、簡単ですが、３款、４款の保健福祉課関係予算の説明とさせていただきます。 

（保健福祉課長 湯上ひとみ君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、住民課関連の予算について御説明をさせて

いただきます。 

  予算書の４５ページをよろしくお願いします。 

  ２款、１項、１目の社会福祉総務費でございます。１９節、負担金補助及び交付金の

うち県人権擁護委員協議会１０万２,０００円、県更生保護協会５,０００円、紀西保護

司会紀美野分会１４万円の補助金を計上してございます。前年度と同額の計上でござい

ます。 

  次、４６ページをお願いします。 

  ２目の国民健康事務費です。国民年金の受け付け事務等の予算でございまして、１名

の職員の人件費と電算システム委託料などが主なものでございます。本年度５４４万５,

０００円、前年度比較として１８９万９,０００円の減額です。この減額の要因は、職

員の配置がえにより給料、職員手当、共済費の人件費で２２２万３ ,０００円の減額と

なっているものです。また、これに加えまして本年度において１３節、委託料で前年度

に計上されていなかった年金機構との通信に必要なデータ処理を行うための電算システ

ム改修委託料３２万４,０００円が計上されていることによるものでございます。 
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  次、５０ページをお願いします。 

  ３款、１項、５目、老人医療費でございます。本予算は、６７歳から７０歳未満の所

得制限等の条件を満たした方の医療費助成に関する予算でございまして、本年度１８万

４,０００円、前年度比較８万５,０００円の増額です。増額の主な要因は、２０節扶助

費の増額推計によるものでございます。 

  続きまして、６目の重度心身障害者医療費でございます。本予算は、ある一定以上の

障害のある方に対します医療費助成に関する予算でございます。本年度６,９１４万８,

０００円、前年度比較９１万３,０００円の増額でございます。増額の主な要因は、２

０節扶助費の増額推計によるものでございます。 

  次、７目、子ども医療費でございます。１８歳までの子供への医療費助成に関する予

算でございます。本年度２,４５２万円、前年度比較４６万６,０００円の減額でござい

ます。主な減額の要因といたしましては、前年度において１３節、委託料の中に対象者

年齢の条例改正に伴うシステムの改修費６４万８,０００円が計上されていたこと、ま

た２０節、扶助費において本年度は前年度比３１万円増額の２,３６６万６,０００円と

なっているためでございます。 

  次のページ、５１ページをお願いします。 

  ８目、ひとり親家庭医療費で、ひとり親家庭に対します医療費扶助に関する予算でご

ざいます。本年度は７５０万１,０００円、前年度比較で２４９万３,０００円の減額と

なってございます。この減額の要因は、平成２７年８月より所得制限を設けた制度とし

たことによる扶助費の減額推計によるものでございます。 

  次、５２ページをごらんください。 

  一番下、１１目、国民健康保険事業費でございます。国民特別会計の繰出金の予算で

ございます。本年度２億２,６６７万２,０００円で、前年度比較で１４１万円の減額と

なってございます。 

  次、５３ページをごらんください。 

  １３目の後期高齢者医療費でございます。本年度２億４,９９１万７,０００円、前年

度比９万１,０００円の増額となってございます。後期高齢者医療広域連合負担金と後

期高齢者医療特別会計への繰出金でございます。 

  次、６０ページをお願いします。 

  ４款、１項、１目、保健衛生総務費の１９節、負担金、補助金及び交付金で海南海草
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食品衛生協会の負担金につきましては、前年度と同額の３万６,０００円です。 

  ２段下、野上厚生病院への負担金４億４,６１７万円でございます。前年度より１,０

７４万８,０００円増額となってございます。この増額につきましては、この予算の財

源となる普通交付税の算定で、病床割等の単価の上昇したことによるものでございます。 

  次、６２ページをお願いします。 

  ４款、衛生費、１項、３目、母子衛生費、２０節、扶助費の中の未熟児養育費医療費

扶助費でございます。前年度同額の９０万円を計上してございます。 

  次のページ、６３ページです。 

  ４款、１項、１目、環境衛生費でございます。環境及び衛生に関する予算でございま

して、住民課に係るものといたしましては、水道課の水道特別会計への繰り出しを除く

人件費と五色台広域施設組合に係る負担金、住宅用太陽光発電設備の補助金などが主な

ものでございます。本年度予算が８,３８５万円、このうち住民課分として２,７５８万

７,０００円、前年度比１,８６４万８,０００円の減額です。この減額の主な要因は、給

与、職員手当、共済費の人件費の減額によるものでございます。 

  次、６５ページをお願いします。 

  ６目、公害対策費です。水質検査委託料と紀ノ川及び貴志川の連絡協議会への負担金

が主なものでございます。本年度１６万９,０００円を計上してございます。 

  その下、７目、診療所費でございます。町内６つの診療所への事業特別会計への繰出

金の予算でございます。本年度予算で３,７６７万円で、前年度比９７３万８,０００円

の増額となってございます。診療所特別会計で歳入での外来収入の減少と歳出で看護師

１名増員により人件費が増額することに伴うものでございます。 

  その下、４款、２項、１目、清掃総務費でございます。海南海草環境衛生施設組合及

び紀の海広域施設組合への負担金が主なものでございます。本年度予算１億４,０１０

万６,０００円、前年度比較して３,１８６万２,０００円の減額です。主な減額の要因と

いたしましては、１９節、負担金、補助及び交付金のうち海南海草環境衛生施設組合の

負担金で前年度に比べまして４６７万３,０００円の減額、また紀の海広域施設組合負

担金で前年度より２,７１２万２,０００円の減額によるものでございます。 

  続きまして、２目、塵埃処理費でございます。ごみ収集処理に関します予算でござい

まして、人件費と塵埃処理施設の維持管理に係る消耗品や各種委託料、工事請負費が主

なものでございます。本年度６,９６８万２,０００円、前年度比較４２８万５,０００円
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の減額となってございます。主な減額の要因でございますが、次のページ一番下、１５

節の工事請負費において前年度に比較して４２４万１,０００円の減額の１００万円と

なっているものによるものでございます。 

  以上、住民課の関係の予算の説明とさせていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    教育次長、前田君。 

（教育次長 前田勇人君 登壇） 

○教育次長（前田勇人君）    それでは、３款で教育課関係予算の説明をさせていた

だきます。 

  ５４ページをお願いします。 

  ３款、民生費、２項、児童福祉費、２目、青少年対策費でございます。この目は、町

民一斉清掃、児童生徒の登下校時の巡回パトロール、声かけ運動、春秋のふれあいハイ

キング、夏の子供を守る運動、社会を明るくする運動など青少年の育成活動や非行防止

活動が主なものであります。予算額は１,５３２万円であり、主な内容は、職員１名の

人件費及び夏祭り等の補助金でございます。 

  １枚めくっていただきまして、５７ページ下段から５８ページにかけまして５目、児

童館運営費でございます。この目は、町内４つの児童館の運営費で、４人の児童厚生指

導員報酬と２人の児童厚生員の賃金及び子供祭り等補助金が主なもので、料理教室や遊

びの広場等の移動児童館を含む子供のための事業費でございます。予算額は５１２万１,

０００円となってございます。 

  ５８ページ中段、６目、学童保育で予算額は８３４万円でございます。野上学童、下

神野学童保育所の運営費で指導員６名の賃金が主なものでございます。 

  １３節、送迎委託料１２３万６,０００円でございますが、小川小学校児童が野上学

童へ登所するための車両運行委託費用でございます。 

  以上で教育課関係の予算説明とさせていただきます。 

（教育次長 前田勇人君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    ４款で建設課関係の予算でございます。 

  ６７ページをお願いします。 
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  ４款、衛生費、２項、清掃費、３目、し尿処理費でございます。本年度予算１,８８

０万６,０００円予算をお願いするものでございます。前年と同額でございます。事業

内容は、合併浄化槽普及のための補助金でございます。５人槽で３０基、６から７人槽

で１８基、８から５０人槽で２基、合計５０基を見込んでおります。また、単独浄化槽

の撤去補助金を各槽につきまして、１基ずつ見込んでございます。 

  以上、簡単ですが、よろしくお願いいたします。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、第５款から第６款について説明を願います。 

  産業課長、湯上君。 

（産業課長 湯上章夫君 登壇） 

○産業課長（湯上章夫君）    それでは、私から５款、農林水産業費と６款、商工費

について説明させていただきます。 

  予算書６７ページをごらんください。 

  ５款、農林水産業費、１項、１目、農業委員会費２,４７６万１,０００円でございま

す。前年度より７５０万円増額となります。地方創生推進交付金事業によるものでござ

います。主なものは、７節、賃金２８８万６,０００円は、臨時雇用１名と集落支援員

１名でございます。平成２８年度に実施しました地方創生加速化交付金事業の継続する

ものでございます。 

  ６８ページに移ります。 

  １３節、委託料では、電算システム更新委託料４３万２,０００円です。こちらのほ

うは、全国農地ナビ、突合用ファイル作成に伴うシステムを更新するためのものでござ

います。 

  １４節、使用料及び賃借料７６万７,０００円、こちらは集落支援員使用の自動車の

借り上げ料でございます。 

  続きまして、５款、１項、２目、農業総務費３,２３４万９,０００円で、前年度より

８７０万８,０００円の増額でございます。こちらの主なものは、２節、給料、３節、

職員手当、４節、共済費等、職員配置によるものでございます。 

  続きまして、５款、１項、３目、農業振興費９,２９４万４,０００円です。前年度よ

り９１７万１,０００円の増額でございます。こちらのほうも地方創生交付金事業によ

るものです。主なものは、１節、報酬、１０６万円は、鳥獣被害対策実施隊員と捕獲確
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認員の活動報酬です。有害鳥獣の捕獲数が近年多くなっていることからです。 

  ７０ページに移ります。 

  ８節、報償費１２万５,０００円は、荒廃農地調査の報償費です。こちらも平成２８

年度に実施しました地方創生加速化交付金の事業の継続でございます。 

  １１節、需用費では、修繕費３０万８,０００円。こちらは、雨山水辺公園の街灯の

撤去及び改修する費用でございます。 

  続きまして、１３節、委託料でございます。農業の担い手育成で３６９万円。こちら

も平成２８年度に実施しました地方創生加速化交付金事業の継続事業でございます。そ

れと、中山間直接支払制度支援システムデータ更新で４６万６,０００円でございます。 

  続きまして、１９節、負担金、補助金及び交付金では、中山間地域直接支払交付金３,

２８４万４,０００円です。同じ節の多目的機能支払交付金２１４万円、こちらのほう

も対象面積がふえておりますので増額となっております。それと、農作物鳥獣害防止総

合対策事業補助金１,２７９万２,０００円は、防護柵の設置要望、有害鳥獣の捕獲数が

ふえていることからでございます。経営所得安定対策等推進事業補助金６３万８ ,００

０円は、平成２８年度の直接支払推進事業補助金の名称の変更でございます。 

  ７４ページをごらんください。 

  ５款、２項、１目、林業総務費６６０万４,０００円で、前年度より１１８万５,００

０円減額です。これは、森林整備地域活動交付金１５２万円が本年計上されてないこと

からです。 

  １９節、負担金、補助金及び交付金で間伐材流通支援事業補助金１２０万円です。こ

れは昨年度より上がっております。間伐を推進するためでございます。 

  続きまして、７５ページと７６ページにまたいでおります。 

  ５款、３項、１目、水産振興費３０５万円です。前年度と同額でございます。 

  続きまして、５款、４項、１目、山村振興総務費です。こちらは主にまちづくり課で

取り扱う予算が大部分でございますので、産業課では１９節、負担金、補助金及び交付

金の中で紀美野町ふるさと村運営協議会へ補助金として４０万円でございます。これは、

下佐々にありますふるさと農園を運営するための費用でございます。 

  続きまして、６款、商工費、１項、１目、商工振興費２,３１９万２,０００円で、前

年度より１８８万９,０００円増額でございます。主なものは、１９節、負担金、補助

金及び交付金で紀美野商品協同組合補助金１００万円です。これは商工会が例年実施し
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ておりますプレミアム商品券の人気が高く、町内での購買につながるということで支援

しております。それと、創業支援補助金２１０万円です。これは新規事業といたしまし

て、町内で新規に創業される方々へ支援を行います。 

  ２目、観光費では１,６９８万９,０００円、前年度より９７５万５,０００円減額でご

ざいます。大きな要因は、昨年山の家おいしの工事がありました。１ ,６００万円の工

事がございましたので、それが本年実施しないことからです。 

  ７節の賃金で２１６万円は、地域おこし協力隊員１名が町観光協会運営に従事する費

用でございます。平成２９年度から観光協会の事務を商工会から町のほうへ移し、より

一層充実していきたいと考えます。 

  ９節、旅費５６万７,０００円、こちらのほうは、地域おこし協力隊員の旅費で講習

会、研修会、先進地の視察、また誘客のための宣伝活動も含みます。 

  １１節、需用費では、印刷製本に１０４万８,０００円、これは観光パンフレット２

万部の印刷を考えております。 

  続きまして、８０ページに移ります。 

  １３節、委託料では、地域コーディネート業務委託料３００万円、こちらは和歌山大

学への委託料でございます。これも平成２８年度に実施しました地方創生加速化交付金

の継続実施です。 

  続いて、紀美野町丸ごと体験事業委託料５０万円です。これは昨年まで実施しており

ました婚活の要素も含め、紀美野町を好きになって来てもらえるようなメニューを考え

ております。 

  続いて、紀美野ツーリズム振興事業委託料３０万円は、協力隊員配置に伴い国からい

ただける交付金を観光事業充実のために充てる費用でございます。 

  １４節、使用料及び賃借料では、協力隊員が使用するパソコン、複合機などの機器の

借り上げ料といたしまして４９万２,０００円と自動車借り上げ料１９万７,０００円で

ございます。 

  １５節、工事請負費１２０万円は、生石高原の駐車場へ減速帯、区画線の設置整備を

行います。 

  続きまして、１９節、負担金、補助金及び交付金では、町観光協会平成１０５万円の

補助をするものです。既存の事業に新たな体験事業として農家民泊を活用したものや、

観光セミナーの開催、誘客のための宣伝活動を考えております。 
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  以上、産業課関係を説明させていただきました。 

（産業課長 湯上章夫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    それでは、私から５款、建設課関係の予算について説

明をさせていただきます。 

  まず、７１ページから７２ページをお願いします。 

  ５款、１項、４目、工事総務費です。本年度予算７,４７４万７,０００円を予算計上

しております。前年度より２,７８４万７,０００円の減額となってございます。主な要

因といたしましては、人件費と山畑農免の負担金の減によるものでございます。 

  ２節、３節、４節で職員２人分の給与や手当でございます。 

  １３節、委託料につきましては、山畑農免道路の延伸のための計画調査概要書の作成

費用として７４５万２,０００円の計上をさせていただいております。 

  １９節、負担金、補助金及び交付金では、主に樫河池改修による県営事業の負担金と

して２４１万８,０００円。また、県営農免道路の山畑２期地区の負担金として３,１６

６万７,０００円を計上させていただいております。山畑２期地区につきましては、平

成２９年度完了予定となってございます。 

  ２８節、繰出金１,８８３万９,０００円ですが、農業集落排水事業特別会計への繰出

金でございます。 

  続きまして、７２ページ中段をお願いします。 

  ５目、農業用施設維持費です。本年度８００万円を計上しております。前年度と同額

となっております。事業内容は１５節、工事請負費で農道や用水路等の補修工事費とし

て５００万円をお願いするものであります。また、１６節、原材料費として農道舗装の

生コンクリートやＵ字溝、用水用のパイプ等の支給費として３００万円を計上してござ

います。 

  続きまして、７２ページ下段から７３ページをお願いします。 

  ６目、地籍調査事業費です。本年度予算１億１,１２２万８,０００円を予算計上して

おります。全年度より７２３万円の増額となっております。主な要因といたしましては、

人件費と委託料の増でございます。事業実施地区につきましては、菅沢、田の一部、明

添の一部、松ヶ峯の一部、毛原下の一部の合計３.３４平方キロメートルでございます。 
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  １節で報酬といたしまして、地籍調査推進員の３３６万円を計上しております。 

  ２・３・４節で職員５名分の給料や諸手当を計上しております。 

  ７節で臨時職員の賃金２５１万４,０００円を予算計上しております。 

  １３節、委託料で６,６４４万４,０００円を計上しております。これにつきましては、

主に事業実施地区内を３班で行ううちの２班について、外注発注する業務に係るもので

ございます。 

  １４節、使用料及び賃借料で地籍調査支援システムの借り上げ等で２９３万円をお願

いするものでございます。 

  １９節、負担金、補助及び交付金につきましては、各協会の会費８万９ ,０００円を

計上させていただいております。 

  ２２節、調査に伴う損失補償費として１万円を計上させていただいております。 

  続きまして、７４ページをお願いします。 

  農業体質強化基盤整備事業、７目、農業体質強化整備促進事業費でございます。本年

度予算８８６万５,０００円を計上しております。前年度より３,９８７万５,０００円の

減額となります。この事業につきましては、２８年度の国の３次補正による前倒し予算

がついたために２９年度については給料ほか人件費のみの計上となっております。 

  ２・３・４節で職員１名分の給与や手当でございます。 

  次に、７５ページをお願いします。 

  ５款、２項、２目、林道維持費です。本年度予算７２５万円を予算計上しております。

前年度より４８万５,０００円の増額となっております。主な要因といたしましては、

修繕料と工事に要する備品購入を行うためでございます。事業内容の主なものは、７節、

賃金で切りとり法面等の崩土の取り除きや、側溝、路面の整備等に係る作業員の賃金２

６７万３,０００円と、１３節の委託料で雑草等草刈りについては、旧野上管内の林道

２路線分で２３万９,０００円を計上しております。 

  次に、１５節の工事請負費で林道の維持補修工事に係る予算３００万円と、１６節の

原材料費でアスファルト補修用のレミファルトや、冬場の路面凍結防止剤の予算として

２５万円をお願いするものでございます。 

  また、１８節、備品購入費として、水中ポンプと発電機の購入を２５万円計上させて

いただいております。 

  以上、よろしくお願いいたします。 
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（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 登壇） 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    それでは、７６ページをお開きいただけたらと

思います。 

  ５款のまちづくり所管の予算について御説明させていただきます。 

  ５款、農林水産業費、４項、１目、山村振興総務費の本年度３６万６,０００円増の

９,０８１万２,０００円の予算計上でございます。職員給与、地域おこし協力隊員及び

集落支援員全般に係る必要経費及びまちづくり関係団体の補助金が主なものでございま

す。昨年から始まりました地方創生のための加速化交付金の継続の推進交付金事業も盛

り込まれております。 

  まず、２節、３節、４節に関しましては、５名の職員給与及び諸手当に係る経費とな

っております。 

  ７節の賃金は、地域おこし協力隊員６名分の賃金と集落支援員４名分の賃金でござい

ます。 

  ８節の報酬費におきましては、定住促進のＰＲを兼ねました推進交付金の事業で行う

定住相談会で講師となっていただくための費用でございます。 

  ９節の旅費１７１万６,０００円におきましては、隊員募集のための費用及び地域お

こし協力隊員と集落支援員の研修のための費用でございます。 

  １１節、需用費３３７万円におきましては、地域おこし協力隊員や集落支援員がワー

クショップまたは研修で使う消耗品、燃料費等を計上してございます。 

  印刷製本費におきましては、プリンターや複合機における移住推進のためのパンフレ

ット等の印刷も含まれております。 

  ７７ページに移りまして、１２節、役務費は、地域おこし協力隊員や集落支援員が使

用する電話、郵便、管理している浄化槽の手数料または、まちづくり推進事業委託料に

おきましては、シルバー人材等に委託している必要経費でございます。 

  １３節の委託料におきましては２４０万１,０００円におきましては、短期滞在施設

の浄化槽の管理や隊員が使用するプリンターの保守点検料などでございます。今回、空

き家データベース構築委託料８０万円と申しますのは、推進交付金の加速化交付金の継

続事業としまして和歌山大学と連携していくための空き家等の調査費でございます。 
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  １４節、使用及び賃借料６３８万１,０００円におきましては、住宅の借り上げ料と

地域おこし協力隊員や集落支援員の借り上げ料等になっております。または、パソコン

やソフトの使用料や借り上げ料でございます。 

  １８節、備品購入費は、地域おこし協力隊員や集落支援員が使用する備品でございま

す。 

  １９節、負担金、補助及び交付金の内容におきましては、各種研修会負担金２２万１,

０００円におきましては、地域おこし協力隊員のスキルアップ向上のための研修費でご

ざいます。ステップアップ研修と申します１万１,０００円におきましては、協力隊員

の技能、知識の向上を図るための総務省から参加依頼がある研修でございます。集落支

援員も同様でございます。紀美野町まちづくり推進協議会補助金１５０万円におきまし

ては、美しい里づくり部会、ブランド部会、歴史発見部会の３部会からなっております

継続されているまちづくりの協議会に補助するものでございます。紀美野定住を支援す

る会の５０万円も同様でございます。それから、まちづくり支援補助金４００万円にお

きましては、企画費からここに移ってきております。平成２９年度におきましては、８

件の団体に対して補助を行うということで予定をしております。空き家活用推進補助金

８０万円におきましては、賃貸借契約が成立した空き家所有者が行う家財道具等の処分

に対しての補助金でございます。優待奨励補助金におきましては、本年度２０名程度予

定しております。農家民泊推進事業補助金２４９万３,０００円と申しますのは、加速

化交付金の次に進めています推進交付金の継続事業の費用でございます。民泊ツアーに

対する補助金、本年度６回程度実施していきたいと考えております。グリーンツーリズ

ム奨励補助金と申しますのは、農家民泊等を開設するための改修等の費用でございます。 

  以上、まちづくり課所管の予算説明とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、第７款から第８款について説明を願います。 

  建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    それでは、７款、建設課関係の予算について説明をさ

せていただきます。 

  ８１ページから８２ページをお願いします。 

  ７款、土木費、１項、土木管理費、１目、土木総務費でございます。本年度予算２,
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２２２万７,０００円を予算計上しております。前年度より１５万２,０００円の減額と

なってございます。減額の要因といたしましては、事務用備品等の購入の減によるもの

と考えられております。主な内容ですが、２節、３節、４節で職員３人分の給与や手当

でございます。 

  １３節、委託料で土木積算システムの保守業務と改修委託料として９９万８ ,０００

円と、１４節に使用料及び賃借料で道路敷地２路線分の借地料や土木積算システム機械

借り上げ等で９３万４,０００円をお願いするものでございます。 

  １９節、各種協議会の分担金や負担金として７９万７,０００円をお願いするもので

あります。 

  続きまして８２ページ下段、８３ページをお願いします。 

  ７款、２項、１目、道路橋梁維持費です。本年度予算４,３６７万８,０００円を計上

しております。前年度より３６万５,０００円の減額となっております。主に電気代

等々は安くなったと考えられております。事業の主なものは、７節、賃金で町道の維持

管理作業による崩土や側溝の土砂取り除きに係る作業員の賃金として２６７万３ ,００

０円をお願いするものであります。 

  ８３ページをお願いします。 

  １３節、委託料で１３１万７,０００円の予算を計上しております。町道の草刈り費

用や道路の維持工事に伴う測量設計委託費でございます。 

  １４節、使用料で賃借料、維持管理作業に伴う小型機械借り上げ料として３０万円を

お願いしております。 

  次に、１５節、町道の補修及び舗装生活関連工事として３,０００万円と、１６節に

維持補修に必要な生コンクリート、レミファルト、路面凍結防止剤等の原材料費として

４００万円の計上をしております。 

  続きまして、８３ページで２目、道路橋梁新設改良費です。本年度予算３億５,７５

２万５,０００円を予算計上しております。前年度より３,９０５万４,０００円の増額と

なっております。主な要因といたしましては、吉見１号線の新設工事や長谷国木原線の

舗装補修工事がふえたものであると考えられております。予算の内容ですが、２・３・

４節で職員３名分の給与や諸手当を予算計上しております。 

  次に、８３ページ下段から８４ページで、１３節、委託料で３,５５１万円を計上し

ております。これにつきましては、坂の谷川改修工事設計委託料、上ノ城、三本松トン



－６９－ 

ネル修繕工事設計委託料、将軍橋、黒沢橋、真国橋の橋梁修繕工事設計委託料や、町道

東福井牧場線と町道吉見１号線の町道改良の測量設計委託料でございます。 

  次に、１５節、工事請負費で２億４７９万１,０００円を計上しております。町道平

中通り２号線や町道吉見１号線ほか３路線の改良工事、長谷川、柴目川、中津川の河川

改修工事や山田川橋、一ノ瀬橋の橋梁修繕工事、また長谷国木原線の舗装補修工事でご

ざいます。 

  １７節、公有財産購入で５００万円を計上しております。町道吉見１号線の用地買収

を行うものでございます。 

  ２２節、保障補塡及び賠償金で、平中通り２号線の物件保障費として８,６００万円、

吉見１号線で３,０００万円を計上してございます。 

  続きまして、８５ページ下段をお願いします。 

  ７款、４項、１目、公園費です。今年度予算５８万６,０００円を計上しております。

前年度より１４８万９,０００円の減となっております。これについては、工事費がな

くなったということでございます。 

  ８６ページをお願いします。 

  事業内容につきましては、１２節、役務費で浄化槽法定検査及び清掃手数料、遊具点

検手数料等で４０万１,０００円、それから１３節、委託料で浄化槽保守点検委託料で

５万７,０００円を計上しております。 

  続きまして、８６ページ下段、８７ページをお願いします。 

  ７款、５項、１目、建設残土処理費でございます。本年度予算３,１１７万９,０００

円を予算計上しております。前年度より６９４万１,０００円の増額となっております

が、主な増額要因として林地開発変更申請書等の資料作成のための委託料の増額となっ

ておるようでございます。予算内容の主なものは、２節、３節、４節で職員１名分の給

料や諸手当等を計上しております。 

  １３節で委託料、受け入れた建設残土の敷ならしや転圧をしていただく作業や管理棟

で搬入車両の重量の計測や伝票管理、また搬入路の埃防止の散水作業等と今回林地開発

変更申請業務委託料として７０６万４,０００円を計上させていただき合計２,１３５万

９,０００円としております。 

  次に、１５節、工事請負費については１００万円を計上しております。処理場内の盛

り土の量に伴う縦排水管等の工事を計画しております。 
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  以上、簡単ですが建設課関係の予算の説明とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷昌弘君 登壇） 

○企画管財課長（中谷昌弘君）    それでは、私からは第７款の企画管財課に関係す

る予算について御説明を申し上げます。 

  予算書８４ページをお開きください。８４ページ下段になります。 

  第７款、土木費、第３項、住宅費、第１目、住宅管理費でございます。本年度１,７

７０万３,０００円、前年比３,３９５万５,０００円の減額となってございます。これ

につきましては、昨年、紀美野町公営住宅長寿命化計画に基づき計上した委託料並びに

工事費２,５９８万８,０００円及び人件費８０２万３,０００円の減額が主な要因とな

ってございます。 

  ８４ページ下段から８５ページにかけて、２節、３節、４節につきましては、職員１

名分の人件費でございます。 

  続いて、需用費、修繕料３００万を計上してございます。これは町営住宅設備の修繕

費用でございます。前年度と同額となってございます。 

  続いて、１３節、委託料につきましては、消防設備の点検委託料並びに貯水槽の衛生

管理委託料と特殊建築物定期報告調査業務委託料含めまして４６万７,０００円を計上

してございます。 

  続いて、第１４節、使用料及び賃借料でございますが５０８万８,０００円を計上し

てございます。これにつきましては、町営住宅１４団地等の借地料でございます。 

  以上、簡単ではございますが御説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 中谷昌弘君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは、平成２９年度紀美野町予算書８７ページから

９２ページまでの８款、消防費、１項、消防費、１目、常備消防費と２目、非常備消防

費、３目、水防費について前年度と比較しながら主立ったもののみ御説明をさせていた

だきます。 

  説明資料は、７９ページから８６ページとなります。 
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  予算書の８７ページをお開きください。 

  １目、常備消防費でありますが、３,０４２万９,０００円減額の３億３,０２１万６,

０００円でございます。 

  ８８ページをお開きください。 

  まず、９節、旅費が８３万円増額の１６８万９,０００円でございます。和歌山県消

防学校、神戸市消防学校、消防大学校への入校に加えて、指導救命士と新規に救急救命

士を養成するため救急救命九州研修所へ派遣するために必要な経費、さらには自治体消

防７０周年記念式典出席に伴う経費を計上させていただきました。 

  次に、１２節、役務費でありますが７７万８,０００円減額の１６８万４,０００円で

ございます。電話料金の減額が主な要因でございます。 

  ８９ページをごらんください。 

  １３節、委託料が２３万円減額の３８万４，０００円でございます。新規に養成する

救急救命士の就業前病院実習委託料を計上させていただきました。 

  １５節、工事請負費については１４万円でございます。デジタル無線運用前に使用し

ていました松ヶ峯アナログ無線中継所のアンテナ撤去工事に伴う経費でございます。 

  次に、１８節、備品購入費ですが４,０８０万９,０００円減額の４３０万６,０００

円でございます。減額の主な要因は、昨年度のような車両整備がないためでございます。 

  次に、１９節、負担金、補助及び交付金は３７８万２,０００円増額の１,４６３万６,

０００円でございます。 

  ９０ページをお開きください。 

  和歌山県消防学校への入校負担金と消防救急無線デジタル整備推進協議会の負担金の

増額、さらには救急救命士養成所負担金２３９万５,０００円が増額の主な要因でござ

います。 

  次に、２目、非常備消防費でありますが、３,３８９万９,０００円減額の７,０１８

万１,０００円でございます。 

  ９１ページをごらんください。 

  ８節、報償費が５７万円減額の１,９５１万７,０００円、９節、旅費が１９万円減額

の１１万９,０００円、１１節、需用費が２５万１,０００円減額の２９１万５,０００

円、１４節、使用料及び賃借料が３３万７,０００円減額の２７万６,０００円となって

ございます。これらの減額の主な要因は、いずれもポンプ操法大会と分団長研修がない
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ためでございます。 

  １３節、委託料は２３５万９,０００円減額の６２万７,０００円でありますが、消防

訓練初め式の放水訓練場所整地委託料と第１０分団消防格納庫浄化槽維持管理委託料の

みとなってございます。２９年度は、１５節、工事請負費の計上はございません。非常

備消防費減額の主な要因となっています。 

  次に、１８節、備品購入費は４４２万４,０００円増額の１,６８６万６,０００円で

ございます。 

  ９２ページをお開きください。 

  気象情報等を収集するためのテレビと簡易アンテナ整備費として１３８万３,０００

円、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の施行に伴い、計画的に整

備を進めている油圧切断機等の救助器具１９３万４,０００円と、救助用半長靴、反射

ベスト、ホースブリッジ等の安全装備に１４２万円、軽四輪小型動力ポンプ積載車２台

とそれに積載する小型動力ポンプ２台合わせて１,０７３万５,０００円、団用活動服１

０２万６,０００円等が主なものでございます。 

  次に、１９節、負担金、補助及び交付金が３８万２,０００円増額の１,４７２万７,

０００円でございます。地上デジタル放送中継施設利用加入金が増加の主な理由でござ

います。 

  次に、３目、水道費ですが７万１,０００円増額の１８万９,０００円でございます。 

  １１節、需用費は土のう袋２００袋分の経費であります。 

  １６節、原材料費４万円は砂の購入経費、１８節、備品購入費１２万５,０００円は、

ブルーシート、関東ジョレンの購入経費でございます。 

  以上、簡単ではございますが御説明とさせていただきます。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、第９款から最後まで説明を願います。 

  教育次長、前田君。 

（教育次長 前田勇人君 登壇） 

○教育次長（前田勇人君）    それでは、９２ページ下段から９３ページにかけまし

て、９款、教育費、１項、１目、教育委員会費でございます。この目は、教育委員４名

の報酬が主なもので本年度予算額は、１２３万１,０００円でございます。 

  次に、２目、事務局費でございます。本年度予算額４,２３４万３,０００円で教育長
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及び職員４名の人件費が主なもので、前年比較３,１８５万４,０００円の減は職員３名

分の人件費関係の減額によるものでございます。 

  ９４ページ中段から９７ページにかけまして、３目、教育諸費でございます。本年度

予算額４,９３６万５,０００円は、教育支援員や教育相談員、外国人指導助手３名分の

費用や児童生徒教職員の健診またスクールバス運行費用等小中学校の共通部分の運営費

や各種補助金等が主なものでございます。 

  次に、９７ページ中段から９９ページにかけまして、２項、小学校費、１目、学校管

理費でございます。この目は、３つの小学校の管理費で児童数は昨年度より５人少ない

２６５人となる見込みでございます。本年度予算額は１億９０９万円で、主なものは学

校給食に係る職員４名分を含む人件費と需用費等学校管理費でございます。前年度比較

３,８２６万１,０００円の増額につきましては、主に小学校の空調設備に係る設計管理

業務委託５２６万円並びに設置工事費３,８６０万円の増額によるものでございます。 

  次に、９９ページ中段、２目、教育振興費でございます。本年度予算額は１,０１３

万４,０００円で、児童の就学援助費等保護者負担の軽減や教材の充実を図るものでご

ざいます。全年度比較４６５万１,０００円の増額は、主に野上小学校で行うＩＣＴを

活用した授業を行うための事業費５１７万円は、１２節、役務費から１８節までの款で、

和歌山大学との教育連携委託料や機器の借り上げ、ソフト使用料、また教材備品等とな

ってございます。 

  次に、１００ページ、３項、中学校費、１目、学校管理費でございます。この目は、

２つの中学校の管理費で中学校の生徒数は昨年度より４５人少ない１４５人となる見込

みでございます。人件費と需用費等、学校管理費が主なもので、１０１ページ、１３節、

委託料及び、１５節、工事請負費には、美里中学校体育館多目的トイレ整備に係る費用

並びに野上中学校コンピューター室空調更新工事を含む予算額は２,２８８万４,０００

円となってございます。 

  ２目、教育振興費でございます。本年度予算額５９５万３,０００円は、生徒の就学

援助等保護者負担の軽減や教材の充実を図るもので、前年度比較２２２万円の減額は、

主に教科書の改訂に伴う教材備品の減額によるものでございます。 

  続きまして、１０２ページ、４項、社会教育費、１目、社会教育総務費でございます。

本年度予算額は２,５２７万１,０００円で、職員３名の人件費が主なものでございます。 

  次に、２目、生涯学習振興費、本年度予算額３３４万７,０００円で、主に町民大学
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講座等各種団体への補助金等でございます。 

  ３款、公民館費、中央公民館、志賀野公民館、小川公民館の維持管理費となってござ

います。増額の主なものは、中央公民館老朽化に伴うもので、１０４ページで、１３節、

委託料中央公民館、空調設備改修工事管理委託２２０万円及び１５節、工事請負費で空

調設備改修工事９,３００万円並びに中央公民館エレベーター改修工事５７２万４,００

０円、１８節、備品購入費、中央公民館音響設備１８３万６,０００円を含む本年度予

算額は１億２,１２９万１,０００円となってございます。 

  １０５ページ、４目、人権教育費、本年度予算額１,０７８万２,０００円で職員１名

の人件費と人権事業に係る委託料等でございます。 

  １０６ページ、５目、文化財保護費、予算額は前年度と同額の１３万４,０００円を

計上してございます。 

  ６目、放課後子供総合プラン事業費、指導員報酬等事業費に係る予算額は、前年度と

同額の１３５万３,０００円でございます。 

  ７目、みさと天文台管理運営費、本年度予算額３,０２５万５,０００円は、職員２名

の人件費と天文台運営費となってございます。前年度比較４９５万４,０００円の増額

につきましては、主に１０７ページで１５節、工事費で駐車場等含む天文台整備工事費

でございます。 

  次に、１０８ページ、８目、セミナーハウス未来塾管理運営費指定管理委託料等、予

算額は前年度と同額の３３０万６,０００円を計上してございます。 

  ９目、文化センター管理運営費でございます。本年度予算額２,５５５万４,０００円

で、前年度比較７５５万９,０００円の増額は、主に賃金、報償費及び補助金等文化セ

ンターを活用した合宿誘致事業５６５万６,０００円を含む予算計上となってございま

す。 

  次に、１０９ページ下段から１１０ページにかけまして、１０目、真国区民センター

管理運営費、本年度予算額は２１６万３,０００円でございます。 

  １１目、自然体験世代交流センター管理運営費、本年度予算額は４０２万４,０００

円を予定してございます。 

  続きまして、５項、保健体育費、１目、保健体育総務費は、本年度予算額２,２２３

万５,０００円で、職員３名分の人件費とふれあいマラソン大会等補助金が主なもので

ございます。 
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  次に、１１２ページ中段から１１３ページにかけまして、２目、体育施設運営管理費、

スポーツ公園、農村センター、武道館等、体育施設に係る維持管理費で予算額は２,０

３９万３,０００円を計上してございます。 

  以上、簡単ではございますが、９款、教育費の予算の説明とさせていただきます。 

（教育次長 前田勇人君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    私からは、災害復旧費についての御説明をさせていた

だきます。 

  １１３ページをお願いします。 

  １０款、１項、公共土木施設災害復旧費です。本年度予算１２万円を予算計上してご

ざいます。この科目については、災害に備えての科目設定でございます。同じく、１０

款、２項、１目、農地農業用施設災害復旧費と２目、林業施設災害復旧費についても災

害に備えての科目設定でございます。 

  以上、簡単ではございますが予算の説明とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    私からは、１１款、公債費からの説明をさせていただ

きます。 

  予算書の１１４ページをごらんください。 

  １１款、公債費、１項、１目の元金では１,５７０万２,０００円増額の１１億４,１６

２万３,０００円の計上でございます。２目の利子では、１,５９５万９,０００円減額の

７,０４７万７,０００円を計上してございます。 

  次に、１２款の諸支出金、１項、１目の財政調整基金費で６７万２ ,０００円増額の

２０６万４,０００円を、２目の減債基金費は前年度と同額の３万円、３目のふるさと

創生基金費、前年度と同額の２,０００円、４目の土地開発基金費、前年度と同額の３

万８,０００円、５目の河川浄化推進事業基金費は４,０００円減額の７,０００円、６目

の上芝貞雄文化・教育振興基金費は前年度と同額の３万５，０００円、７目の地上デジ

タル放送中継施設基金費では３万４,０００円減額の７万１,０００円を計上してござい
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ます。 

  １１５ページに移りまして、８目の合併振興基金費は５万１,０００円増額の１１５

万円、９目のふるさとまちづくり応援基金費は４９０万７,０００円増額の５０１万円、

１０目の福祉基金費は前年度と同額の１万２,０００円、１１目の瀬藤基金費は前年度

と同額の５,０００円、１２目の中山間ふるさと水と土保全基金積立金は前年度と同額

の２万円を計上してございます。 

  なお、美里の湯かじか荘基金費については、廃目整理を行っております。 

  次に、１３款、予備費、１項、１目の予備費につきましては、前年度と同額の１ ,０

００万円の計上としてございます。 

  なお、１１１ページから１２１ページにかけましては、給与費明細書、１２２ページ

には地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高

の見込みに関する調書、それから１２３ページには債務負担行為に関する調書をつけて

ございますので、御高覧賜りたいと存じます。 

  恐れ入りますが、７ページに戻っていただきたいと存じます。 

  第２表 地方債でございます。 

  起債の目的欄の一般単独事業債では、限度額を３億５,３８０万円とし、辺地対策事

業債では限度額を４,７２０万円に、過疎対策事業債では限度額を３億３,７２０万円に、

臨時財政対策債では限度額を２億１,０００万円とし、合計で９億４,８２０万円の限度

額を設定するものでございます。起債の方法につきましては、普通貸借または証券発行

となっております。利率につきましては、３.０％以内、ただし利率見直し方式で借り

入れる政府資金及び地方公共団体金融機構式について利率の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率となります。償還の方法につきましては、政府資金については、

その融資条件により銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、

町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、または繰り上げ償還、もしくは低

利に借りかえすることができる、とするものでございます。 

  以上、平成２９年度一般会計当初予算における説明とさせていただきます。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    以上で説明が終わりましたが、説明漏れ等はございません

か。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（小椋孝一君）    ないようでございますので、しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ２時４９分） 

 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時００分） 

○議長（小椋孝一君）    先ほど、町長のほうから議案の訂正の申し出がありました

ので、これを許します。 

  総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    まことに申しわけありませんが、本日午前中に提案説

明させていただきました議案について、訂正させていただくものでございます。 

  お手元に配付させていただいております事件の訂正請求書に添付してございます正誤

表とあわせて議案書の５１ページをごらんいただきたいと存じます。 

  訂正箇所を申し上げますと、議案書の５１ページの議案第１６号、平成２８年度紀美

野町一般会計補正予算第６号についての、議案書の５１ページでございます。５１ペー

ジの第２表 繰越明許費、そこの３款、民生費、１項、社会福祉費、事業名は臨時福祉

給付金給付事業（経済対策分）、事業費４億１９７万円となっておりますが、この事業

費を４,１９７万円に、また合計欄５億２,７８１万円としておりますのを１億６,７８１

万円に訂正させていただくものでございます。 

  今後、このようなことがないよう金額や内容の確認に努めてまいりますので、何とぞ

よろしくお願いをいたします。 

  合計額ですね。ここには、５億２,７８１万となっておりますのを、１億６,７８１万

円に訂正させていただくものでございます。何とぞよろしくお願いをいたします。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ３時０４分） 
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 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時０４分） 

◎日程第２９ 議案第２６号 平成２９年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算につ 

              いて 

◎日程第３０ 議案第２７号 平成２９年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予 

              算について 

◎日程第３１ 議案第２８号 平成２９年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算につい 

              て 

○議長（小椋孝一君）    日程第２９、議案第２６号、平成２９年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計予算について、日程第３０、議案第２７号、平成２９年度紀美野町

国民健康保険診療所事業特別会計予算について及び日程第３１、議案第２８号、平成２

９年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算について、一括議題とします。 

  説明を願います。 

  住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、議案第２６号から議案第２８号にかけて御

説明をさせていただきます。 

  予算書の１２５ページをよろしくお願いいたします。 

  議案第２６号、平成２９年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算。 

  平成２９年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１７億２,８６２万２,０００円と定

める。 

  ２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条 地方自治法第２２０条、第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。 
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  １号 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でこれらの経費の各項の款の流用。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、１３１ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款、１項、１目、一般被保険者国民健康保険税で本年度２億１,９８２万円、前年

度比較１,２７５万４,０００円の増額でございます。 

  次、２目、退職被保険者等国民健康保険税で本年度８９６万８,０００円、前年度比

較１,００４万５,０００円の減額でございます。 

  次のページをごらんください。 

  国民健康保険税、総額では前年度比較２７０万９,０００円の増額の２億２,８７８万

８,０００円となってございます。 

  次、２款、１項、１目の督促手数料で１,０００円を計上してございます。 

  次、３款、１項、１目、療養給付等負担金で本年度１億８,９６１万４,０００円で、

前年度比較３,３１２万５,０００円の減額です。推計により医療費分、後期高齢者支援

分の減額によるものでございます。 

  次、２目、高額医療費共同事業負担金で本年度で１,２９２万８,０００円、前年度比

較４７万９,０００円の減額でございます。 

  次、３目、特定健康診査等負担金で本年度１６７万５,０００円、前年度より１万３,

０００円の減額となってございます。 

  次、３款、２項、１目、財政調整交付金で本年度９,８０８万４,０００円です。前年

度比較１５２万４,０００円の増額となってございます。１節の調整交付金で前年度よ

り１４０万の減額、２節、特別交付税で前年度より２９２万４,０００円の増額で１,３

４８万４,０００円です。増額の要因につきましては、診療所運営補助分の増額、また

例年６月の補正で計上していた特定健康診査受診率の向上対策事業費を当初に計上して

いるためでございます。 

  次の２目、国民健康保険制度関係事務準備事業費補助金、これにつきましては平成３

０年度から県が国保保険者となる制度改正に伴うシステム改修事業に対しての補助金２

９０万円でございます。 

  次のページ、１３３ページをごらんください。 
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  ４款、１項、１目、療養給付費等交付金でございます。これは退職者医療制度の実施

に必要な財源としてその一部を支払基金から交付されるもので、本年度２,６７１万円

で前年度比較２,８５２万３,０００円の減額となってございます。 

  この減額の要因は、退職医療制度が平成２７年度に廃止となったことから以降新規の

対象者は一般被保険者に移行することとなったことにより、退職者、被保険者の減少に

伴うものでございます。 

  次、５款、１項、１目、前期高齢者交付金でございます。７５歳未満の加入者に応じ

て前期高齢者医療費を負担するよう財政調整を行うため、診療報酬支払基金から交付さ

れるもので、本年度につきましては４億７,５３４万円で前年度より２,２８７万２,００

０円の増額でございます。これにつきましては、１節の現年度分の増額推計によるもの

でございます。 

  次、６款、１項、１目、高額医療費共同事業負担金、本年度１,２９２万８,０００円、

前年度より４７万９,０００円の減額となってございます。 

  次、２目、特定健康診査等負担金、本年度１６７万５,０００円、前年度比１万３,０

００円の減額でございます。 

  次、６款、２項、１目、県補助金で本年度６,４２９万５,０００円で、前年度比７１

５万９,０００円の減額でございます。この主な減額の要因につきましては、２節の県

調整交付金の１号交付金において減額推計に伴うものでございます。 

  次、１３４ページをごらんください。 

  ７款、１項、１目、共同事業交付金、本年度３億８,５７１万４,０００円、前年度比

較１,０１７万５,０００円の減額でございます。これは、共同事業交付金において前年

度比１,８２３万２,０００円の増額、それから保険財政共同安定化事業交付金において

前年度比較２,８４０万７,０００円の減額となったことによるものでございます。それ

ぞれ実績からの推計によるものでございます。 

  次、８款、１項、１目、利子及び配当金、本年度６万７,０００円、前年度比較２万

９,０００円の増額となってございます。これは、財政調整基金の預金利子でございま

す。 

  次、９款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金でございます。本年度２億２,６６

７万２,０００円でございまして、前年度比較１４１万円の減額です。この減額につき

ましては、１節の一般会計繰入金で減額となったものでございます。 
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  次、１０款、１項、１目、繰越金、前年度と同額の１,０００円を計上してございま

す。 

  次、１１款、１項、１目、延滞金、前年度と同額の２０万でございます。 

  次の２項、１目、第三者納付金、前年度と同額の１００万円、２目、雑入についても

前年度と同額の３万円を計上させていただいております。 

  以上、歳入の説明とさせていただきます。 

  次、１３６ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳出でございます。 

  １款、１項、１目、一般管理費でございます。本年度３,０３１万７,０００円、前年

度より１,０９５万６,０００円の増額でございます。この増額要因につきましては、前

年度は国保担当職員の人件費は２名で計上してございましたが、本年度は職員の配置が

えにより３名となっていることから２節の給料、３節の職員手当、４節、共済費におい

て前年度比７５０万１,０００円の増額となっているものでございます。また、これに

加えまして１３節、委託料で平成３０年度から制度改革に伴う電算システムの開始のた

め委託料３６７万２,０００円が計上されていることが増額の要因となってございます。 

  次のページ、１３７ページをごらんいただきたいと思います。 

  １款、２項、１目、賦課徴収費、これは国保税の賦課及び徴収に係る予算で前年度比

較７万９,０００円減額した１４６万７,０００円を計上してございます。 

  次、１款、３項、１目、運営協議会費でございます。これは、国民健康保険運営協議

会に係る予算でございまして、前年度と同額の９万５,０００円を計上してございます。 

  次、２款、１項、１目、療養給付費、これは被保険者の疾病、負傷に対する保険者負

担の費用で、今年度は８億３,２５０万円、前年度より２,５３２万円の減額となってご

ざいます。この原因は、減額推計によるものでございます。 

  次、２目、療養費、これは一般被保険者の柔道整復、マッサージ、鍼灸等に対する保

険者負担費用でございます。本年度１,０７０万８,０００円、前年度より１４４万４,０

００円の減額でございます。減額推計によるものでございます。 

  次、１３８ページをお願いします。 

  ２項、１目、診療給付費、本年度２,２７５万円、前年度より３,１２５万円の減額と

なってございます。２目、療養費、本年度２８万３,０００円、前年より４３万７,００

０円の減額となってございます。この減額の要因につきましては、退職者医療制度が平
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成２７年３月に開始され新規の対象者がないこと、６５歳になると一般へ移行すること

による退職被保険者の減少が要因となっているものでございます。 

  次、３項、１目、審査支払手数料、この予算につきましては、レセプトの審査手数料

でございます。本年度予算額２６８万円、前年度比較３万１,０００円の増額となって

ございます。 

  次、４項、１目、一般被保険者高額医療費、これは限度額を超える一部負担金につい

てその超えた分を保険者負担とする費用でございまして、本年度１億４,１５２万５,０

００円で、前年度比較して１,６３０万５,０００円の増額となってございます。この増

額要因につきましては、推計によるものでございます。 

  次、２目、被保険者高額療養費、本年度７７３万５,０００円で前年度比較２６６万

９,０００円の減額でございます。 

  次、３目、一般被保険者高額介護合算療養費、医療保険と介護保険の両方の自己負担

分を合算して限度額を超えた場合、その超えた部分を保険者が負担する費用でございま

して、前年度と同額の１０万円を計上してございます。 

  ４目の退職被保険者等高額介護合算療養費につきましても、前年度と同額の１０万円

を計上してございます。 

  次、１３９ページをごらんいただきたいと思います。 

  ２款、５項、１目、一般被保険者移送費と２目の退職被保険者移送費、これは災害現

場などの特殊な場所から重病人を移送する場合の保険者負担費用でございまして、それ

ぞれ前年度と同額の１万円を計上してございます。 

  次、２款、６項、１目、出産育児一時金、前年度と同額の４２０万３,０００円計上

してございます。１０件を見込んでいるところでございます。 

  次、７項、１目、葬祭費でございます。本年度５０万円で前年度比較１０万円の減額

となってございます。 

  次、１４０ページをお願いします。 

  ２款、１項、１目、後期高齢者支援金、これは後期高齢者交付金を交付するための費

用に充てられるため、診療報酬支払基金が各保険者から徴収するものでございます。本

年度１億５,３４１万２,０００円で前年度より７５７万５,０００円の減額となってござ

います。 

  次、２目の後期高齢者関係事務費拠出金、これは事務処理に係る費用を社会保険診療
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報酬支払基金に拠出するためのものでございまして、前年度と同額の１万２ ,０００円

を計上してございます。 

  次、４款、１項、１目、前期高齢者納付金でございます。これは各保険者の前期高齢

者給付費及び後期高齢者支援金の額をもとに前期高齢者加入率が全国平均であるとみな

して算定した額を負担するものでございます。本年度５４万７ ,０００円で、前年度よ

り４７万６,０００円の増額となってございます。 

  次、２目前期高齢者関係事務費拠出金につきましては、事務処理に係る費用を診療報

酬支払基金に拠出するものでございまして、本年度１万１,０００円、前年度より１,０

００円の減額となってございます。 

  次、５款、１項、１目、老人保健医療費拠出金でございます。前年度と同額の１,０

００円でございます。 

  次、２目、老人保健事務費拠出金につきましても、前年度と比較して２ ,０００円減

額の７,０００円を計上してございます。 

  次の１４１ページをお願いします。 

  ６款、１項、１目、介護納付金でございます。これは、介護保険の財源として診療報

酬支払基金に納付する費用でございます。本年度５,９５０万９,０００円、前年度より

７７４万９,０００円の減額となってございます。 

  次、７款、１項、１目、高額医療費拠出金で、これは高額医療費共同事業負担金の財

源として国保連合会に拠出する費用でございます。本年度５,１７１万４,０００円で、

前年度より１９１万７,０００円の減額となってございます。 

  次、２目、事務費拠出金につきましては、前年度と同額の１,０００円を計上してご

ざいます。 

  次、３目、保険財政共同安定化事業拠出金、これは保険財政共同安定化事業の財源と

して国保連合会に拠出する費用でございまして、本年度３億５,９２８万３,０００円で、

前年度比３７２万７,０００円の減額となってございます。 

  次、８款、１項、１目、特定健康診査等事業費、本年度１,００９万８,０００円で、

前年比１４４万７,０００円の増額となってございます。この増額の要因につきまして

は、昨年度までは特定健康診査の受診率を向上させるための対策事業費の予算化につき

ましては、６月の補正予算で計上させていただいておりました。しかし、本年度におい

ては当初に計上したために７節の賃金で７８万円の増、それから１２節の役務費の郵便
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料で１５万７,０００円の増、それから１３節、委託料で５７万５,０００円の増となっ

ているものでございます。 

  続きまして、８款、２項、１目、疾病予防費でございます。これは、医療費通知書作

成等特別料や人間ドック等に委託料の費用でございます。本年度１,２９６万７,０００

円、前年度より２万５,０００円の増額となってございます。 

  次、９款、１項、１目、保険税還付金、前年度と同額の５０万円及び２目の償還金１

０万円となってございます。 

  次、１４３ページをごらんください。 

  ９款、２項、１目、繰出金で本年度１,１４１万９,０００円、前年度比較１６５万９,

０００円の増額となってございます。この増額につきましては、国保直営診療所特別会

計への国の特別調整交付金が増額となったものでございます。 

  ９款、３項、１目、財政調整基金費、財政調整基金費への積み立てでございまして、

本年度６万７,０００円となってございます。前年度比較２万９,０００円の増額でござ

います。 

  最後に、９款予備費、１項、１目、予備費でございます。全年度と同額の１,０００

万円でございます。これ以降のページ、１４４ページから１４８ページにかけましては、

当特別会計に係る職員の給与費明細書を添付させていただいておりますので、後ほど御

高覧賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

  以上をもちまして、平成２９年国民健康保険事業特別会計予算の説明とさせていただ

きます。 

  引き続きまして、予算書１４９ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第２７号、平成２９年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算。 

  平成２９年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８,４９５万４,０００円と定める。 

  ２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、１５４ページをよろしくお願いします。 
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  歳入でございます。 

  １款、１項、１目、外来収入でございます。本年度３,５４７万８,０００円、前年度

に対しまして６０４万２,０００円の減額でございます。主な減額要因といたしまして

は、実績からの推計によるものでございます。 

  次、２款、１項、１目、文書料につきましては、前年度と同額の３８万４,０００円

を計上してございます。この予算につきましては、介護保険主治医の意見書作成及び診

断書の作成の手数料でございます。 

  次、３款、１項、１目、へき地診療所対策費補助金４５万９,０００円でございます。

長谷毛原診療所で購入を予定しております多機能心電図検査装置に対する補助金でござ

います。 

  次、４款、１項、１目、一般会計繰入金、本年度３,７６７万円、前年度比より９７

３万８,０００円の増額となってございます。この主な要因につきましては、外来収入

での減額推計と歳出における人件費増に伴うものでございます。 

  次、２目、国民健康保険事業特別会計繰入金は、本年度１,０６１万９,０００円で、

前年度比較１６５万９,０００円の増額でございます。主な増額要因につきましては、

調整交付金の算定基準の中で診療日数の算定方法が変わったことによる増額でございま

す。 

  次、１５５ページ、５款、繰越金、１項、１目、繰越金で前年度と同額の１０万円を

計上してございます。 

  次、６款、諸収入、１項、１目、雑入につきましては、前年度より４,０００円増額

の２４万４,０００円を計上してございます。 

  以上、歳入の説明とさせていただきます。 

  次、１５６ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、１項、１目、一般管理費でございます。この費目は町内の診療所６施設の運営

のための人件費、施設維持経費、各種業務委託費、関連団体負担金が主なものでござい

ます。本年度予算５,６４５万８,０００円で、前年度に比べまして７３８万５,０００円

の増額となってございます。この増額につきましては、昨年度までは看護師につきまし

ては職員１名、臨時職員１名の計２名体制でございましたが、地域からの要望の多い訪

問看護等の地域医療への体制強化をさらに図っていきたいということから、本年度より
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１名増員し看護師３名体制で行うこととしてございます。これにより２節、給料費、３

節、職員手当等、４節、共済費で増額となっているものでございます。 

  次のページ、１５７ページ下、２款、１項、１目、医療用機械機器費でございます。

本年度予算３４９万２,０００円で、前年度より８１万円の減額となってございます。

この減額につきましては、次のページ、１５８ページの１８節、備品購入費で医療用備

品で８０万６,０００円の減額となるものでございます。 

  次、１目、医療用消耗品費で前年度比較６万６,０００円増額の８８５万８,０００円、

３目で医療品衛生材料費で、前年度比較１４５万２,０００円減額の２,２５４万８,００

０円、次、４目、検査費で前年度比較より２万１,０００円増額の５６万１,０００円、

５目で研究研修費で前年度比較４万円減額の１万円となってございます。 

  次、３款、１項、１目、予備費で前年度と同額の１００万円の計上でございます。こ

れ以降、１５９ページから１６３ページにかけましては、特別会計に係る職員の給与明

細書を添付させていただいております。後ほど、御高覧賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 

  以上で、平成２９年度国民健康保険診療所事業特別会計予算の説明とさせていただき

ます。 

  次、予算書の１６５ページをお願いします。 

  議案第２８号、平成２９年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算。 

  平成２９年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億４,２７８万円と定める。 

  ２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、１７０ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  １款、１項、１目、後期高齢者医療保険料、本年度９,５５９万７,０００円で、前年

度比較７２２万８,０００円の増額となってございます。内訳といたしましては、１節

の現年度分で前年度より６５３万４,０００円増額の９,４７２万円、２節の滞納繰越分

において前年度より６９万４,０００円増額の８７万７,０００円でございます。 
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  次、２款、１項、１目、督促手数料１,０００円を計上してございます。 

  次、３款、１項、１目、一般会計繰入金、本年度２億４,７０７万８,０００円、前年

度比較１６万３,０００円の増額となってございます。 

  次、４款、繰越金、１項、１目、繰越金、前年度と同額の１０万円を計上してござい

ます。 

  次、５款、１項、１目、延滞金、それと次のページ、２目、加算金、３目、過料につ

きましては、それぞれ１,０００円を計上をさせていただいてございます。 

  次、５款、２項、１目、雑入につきましても、１,０００円を計上してございます。 

  以上、歳入の説明とさせていただきます。 

  次、１７２ページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款、１項、１目、一般管理費、本年度１,５２３万７,０００円で、前年度比較１８

２万５,０００円の増額となってございます。職員の給与、職員手当等、共済費の増額

に伴うものでございます。 

  次、１款、２項、１目、徴収費、本年度１３０万５,０００円で、前年度比較４万２,

０００円の増額でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ２款、１項、１目、後期高齢者医療広域連合納付金でございます。本年度３億２,４

９３万８,０００円で、前年度比較５５２万４,０００円の増額となってございます。 

  次、３款、１項、１目、保険料還付金で、前年度と同額の３０万円を計上させていた

だいております。 

  次、４款、１項、１目、予備費で前年度と同額の１００万円を計上してございます。 

  これ以降の１７４ページから１７５ページにかけまして、当特別会計に係る職員の給

与明細書を添付させていただいております。後ほど御高覧をいただきたいと思います。 

  以上で、平成２９年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算の説明とさせていただき

ます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第３２ 議案第２９号 平成２９年度紀美野町介護保険事業特別会計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第３２、議案第２９号、平成２９年度紀美野町介護保

険事業特別会計予算について、議題とします。 
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  説明を願います。 

  保健福祉課長、湯上君。 

（保健福祉課長 湯上ひとみ君 登壇） 

○保健福祉課長（湯上ひとみ君）    それでは、予算書の１７９ページをお開きくだ

さい。 

  議案第２９号、平成２９年度紀美野町介護保険事業特別会計予算。 

  平成２９年度紀美野町の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７億２,１１７万円と定める。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出の予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  ２号 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、予算書の１８４ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 

  １款、１項、１目、第１号被保険者保険料は３億４４万７,０００円の計上です。 

  続く、２款、１項の手数料については、昨年度同様の２,０００円です。証明手数料

と、督促手数料の科目設定です。 

  ３款、１項、国庫負担金、１目、介護給付費負担金は２億８,５８２万９,０００円で

す。これは、介護給付費の施設分の１５％とその他分の２０％に相当するものです。 

  次に、２項、国庫補助金、１目、調整交付金は１億５,８０９万９,０００円の計上で、

介護給付費と総合事業の９.７％を想定したものです。 

  ２目、地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業の６０７万９ ,０００円

です。これは、４月から始まる新規事業の介護予防日常生活支援総合事業の２０％及び、
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次にあります従来の地域支援事業交付金介護予防事業から移行した一般介護予防事業費

の２０％を計上したものです。 

  少し戻っていただいて、３目の地域支援事業交付金介護予防日常生活支援総合事業以

外の８８２万１,０００円は続く１８５ページにございます、地域支援交付金包括的支

援事業任意事業が移行したもので、事業費の３９％に相当するものです。 

  次の４款、支払基金交付金、１項、１目、介護給付費交付金は４億４,７８６万円の

計上で、介護給付費の２８％に相当するものです。続く、２目、地域支援事業交付金は

８５１万１,０００円の計上で、地域支援事業の介護予防日常生活支援総合事業の２

８％に相当するものです。 

  次に、５款、県支出金、１項、県負担金、１目、介護給付費負担金は２億３,４００

万８,０００円の計上です。介護給付費の施設等分の１７.５％とその他分の１２.５％に

相当するものです。２項、県補助金、１目、地域支援事業交付金介護予防日常生活支援

総合事業の３７９万９,０００円で、介護予防日常生活支援総合事業の１２.５％及び次

の１８６ページにございます、地域支援交付金介護予防事業から移行した一般介護予防

事業の１２.５％です。 

  １８５ページに戻っていただきまして、続く、２目、地域支援事業交付金介護予防日

常生活支援総合事業以外の４４１万円は、次の１８６ページにございます、地域支援交

付金包括的支援事業、任意事業が移行したもので、事業費の１９ .５％に相当するもの

です。 

  次に、６款、１項、１目、利子及び配当金は４,０００円で介護給付費準備基金の利

子を計上したものです。 

  続く、７款、１項、１目、介護給付費繰入金は１億９,９９３万７,０００円です。こ

れは、介護給付費合計の１２.５％に相当するものです。２目、地域支援事業繰入金介

護予防日常生活支援総合事業の３７９万９,０００円及び、３目、地域支援事業繰入金

介護予防日常生活支援総合事業以外４４１万円は、先ほどの５款、２項の県補助金と同

様となってございます。４目、事務費繰入金は３，７１９万７,０００円です。５目、

低所得者保険料軽減繰入金は４４０万８,０００円で、保険料段階のうち第１段階の軽

減のためです。 

  １８７ページをごらんください。 

  ２項、１目、介護給付費準備基金繰入金４２１万３,０００円で、保険料の不足分の
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ために計上しているものです。 

  ８款、１項、１目、繰入金は、昨年同様１,０００円を計上しております。 

  ９款、１項、延滞金加算及び過料は２,０００円で、第１号被保険者過料と介護保険

料延滞金の科目設定でございます。また、２項、雑入、１目、滞納処分費１,０００円、

続く１８８ページをごらんください。２目、第三者納付金の１,０００円、３目、返納

金１,０００円もそれぞれの科目設定でございます。 

  次の、４目、雑入は９３３万１,０００円で、主なものは介護予防計画と介護予防ケ

アマネジメントの報酬によるものです。 

  以上、簡単ではございますが、歳入の説明とさせていただきます。 

  続きまして、歳出の説明をいたします。 

  １８９ページごらんください。 

  １款、総務費、１項、１目の一般管理費２,９５０万５,０００円の計上です。主なも

のは、職員３名の人件費、１３節、介護予防支援業務委託料でございます。 

  １９０ページをごらんください。 

  ２項、１目、賦課徴収費１１４万５,０００円です。 

  次に、３項、１目、介護認定審査会費３５４万２,０００円です。 

  次に、１９１ページをごらんください。 

  ２目、認定調査費等は１,１３４万３,０００円で、増額の主な要因は認定調査員の増

員を見込み計上したものです。 

  次に、２款、保険給付費、１項、介護サービス等諸費の１目、居宅介護サービス給付

費は、５億６,１４２万円。次の２目、地域密着型介護サービス給付費は１億７,２７０

万１,０００円、続く１９２ページの３目、施設介護サービス給付費は５億８,８００万

円、４目、居宅介護福祉用具購入費は３００万円、５目、居宅介護住宅改修費は６００

万円、６目、居宅介護サービス計画給付費は６,９６０万円です。以上の１目から６目

までにつきましては、現状の給付から推計したものでございます。 

  次に、２項、介護予防サービス等諸費、１目、介護予防サービス給付費は６０７万１,

０００円減額の４,６１２万９,０００円です。減額の主な要因は、４月から介護予防生

活支援サービスが始まり、介護予防通所介護と介護予防訪問介護が通所型サービスと訪

問型サービスとして、次の１９４ページの３款、１項、１目に移行するものです。 

  続きまして、２目、地域密着型介護予防サービス給付費は１２２万１,０００円、３
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目、介護予防福祉用具購入費は４８万円、続きまして、１９３ページの４目、介護予防

住宅改修費は３００万円です。以上の２目から４目につきましては、現状の給付から推

計したものでございます。 

  次に、５目、介護予防サービス計画給付費は２０２万９,０００円減額の６７０万１,

０００円の計上です。減額の主な要因は、１目と同様に４月からの介護予防生活支援サ

ービスの開始に伴い従来の介護予防サービス計画からそのうちの一部が１９４ページの

３款、１項、２目、介護予防ケアマネジメント事業費への移行によるものです。 

  続きまして、次に３項、１目、審査支払手数料は１２６万１,０００円です。これは

現状から推計したものでございます。 

  次に、４項、１目、高額介護サービス費は１７７万円減額の３,８３７万円です。こ

れも現状から推計したものでございます。 

  ５項、１目、高額医療合算介護サービス費は昨年同様５５０万円です。 

  １９４ページをごらんください。 

  ６項、１目、特定入所者介護サービス等費は９,６００万円と、２目、特定入所者介

護予防サービス等費は１２万円です。これも、ともに現状から推計したものでございま

す。 

  次に、３款、地域支援事業費、１項、介護予防生活支援サービス事業費、１目、介護

予防生活支援サービス事業費は全額増額の２,００１万７,０００円です。これは、２款、

２項、１目で述べましたように、従来の介護予防通所介護と介護予防訪問介護がそれぞ

れ通所型サービスと訪問型サービスに移行することに伴い、こちらに計上しているもの

です。 

  ２目、介護予防ケアマネジメント事業費は２６２万９,０００円増額の２６３万１,０

００円の計上です。これも、２款、２項、５目で述べましたように、介護予防サービス

計画給付費から一部移行するものを推計したものでございます。 

  次の１９５ページにわたります２項、１目、一般介護予防事業費は、全額増額の７６

２万５,０００円です。これは今回、介護予防生活支援サービス事業費が１項に入り、

昨年度の１目、介護予防事業費を２項、一般介護予防事業費としたもので、主なものは

職員１名の人件費です。 

  次に、３項、包括的支援事業任意事業費、１目、総合相談事業費は６５７万３,００

０円で、主なものは職員１名の人件費です。 
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  次の、１９６ページにわたります２目、包括的継続的ケアマネジメント支援事業費は

７５８万３,０００円で、これも主なものは職員１名の人件費です。３目、任意事業は

８１４万２,０００円で、主なものは介護用品の支給です。 

  １９７ページをごらんください。 

  ４目、在宅医療介護連携推進事業３万円は、医療機関や介護保険事業所を対象にした

研修を予定しておりまして、その講師謝金です。 

  ５目、生活支援体制整備事業費は２３０万４,０００円減額の１９万１,０００円です。

これは、平成２８年度補正でも申し上げましたとおり、減額の要因は生活支援コーディ

ネーターの賃金の減額となっております。 

  ６目、認知症総合支援事業費は１０万円です。 

  ４項、その他諸費、１目、審査支払手数料は１２万６,０００円の計上です。これは

４月から始まる通所型サービスと訪問型サービス及び介護予防ケアマネジメントの審査

支払手数料です。 

  １９８ページをごらんください。 

  ４款、基金積立金、１項、１目、介護給付費準備基金積立金４,０００円を計上して

おります。 

  ５款、諸支出金、１項、１目、保険料還付金は昨年同様５０万円で、保険料の払い戻

しの費用です。 

  ６款、公債費、１項、１目、元金は昨年同様２,１６１万円で、これにつきましては

財政安定化基金の償還金でございます。 

  ７款、予備費、１項、１目、予備費は１００万円を計上しております。 

  以上、簡単ではございますが、平成２９年度紀美野町介護保険特別会計予算の説明と

させていただきます。 

（保健福祉課長 湯上ひとみ君 降壇） 

◎日程第３３ 議案第３０号 平成２９年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会 

              計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第３３、議案第３０号、平成２９年度紀美野町のかみ

ふれあい公園運営事業特別会計予算について、議題とします。 

  説明を願います。 

  産業課長、湯上君。 
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（産業課長 湯上章夫君 登壇） 

○産業課長（湯上章夫君）    ２０７ページをごらんください。 

  議案第３０号、平成２９年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計予算。 

  平成２９年度紀美野町ののかみふれあい公園運営事業特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４,４９４万８,０００円と定める。 

  ２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２１２ページをごらんください。 

  歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料、１項、使用料で３,２２０万円で、前年より６４万円の増

額でございます。こちらは主に１目、観光施設等使用料で、オートキャンプ場の使用料

を昨年より５０万円、パークゴルフ場の使用料を３０万円、合計８０万円多く見込んで

おります。 

  ３款、繰入金、１項、１目、財政調整基金繰入金は１,２０１万５,０００円です。前

年度より５２９万４,０００円の減額でございます。 

  ４款、繰越金、１項、１目、繰越金は前年度繰越金として５０万円です。前年度より

５０万円の減額となっております。 

  続きまして、２１４ページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費、４,３６７万４,０００円です。前年度より

４９０万４,０００円の減額です。前年度は、遊具の改修工事５３７万円行いました。

その差額が主なものでございます。主に、４節、共済費７４万円、こちらは社会保険負

担の対象となる臨時職員２人分でございます。昨年は、３人分としておりました。１１

節、需用費で、印刷製本費２７万５,０００円は、パークゴルフ場のパークゴルフのス

コアカードの印刷で本年６万枚を予定しております。昨年は９万枚としておりました。 

  電気料でございます。２８８万円は、月２４万円の計算でございます。昨年度は、月

２８万円としておりました。 



－９４－ 

  １２節、役務費では、車検に係る車検手数料、自動車損害保険料等がふえております。

同じく２７節の公課費にも重量税を計上しております。また５年に１度の日本パークゴ

ルフ協会によるパークゴルフコースの公認認定の手数料といたしまして、５万円が必要

となります。 

  続きまして、１５節、工事請負費１３２万９,０００円は、芝生広場にありますステ

ージの鉄骨部分の塗装などの改修です。 

  ２款、諸支出金、１項、１目、財政調整基金費で、財政調整基金積立金で２７万４,

０００円です。 

  ３款、予備費、１項、１目、予備費は１００万円で前年度と同額でございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（産業課長 湯上章夫君 降壇） 

◎日程第３４ 議案第３１号 平成２９年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算につ 

              いて 

○議長（小椋孝一君）    日程第３４、議案第３１号、平成２９年度紀美野町農業集

落排水事業特別会計予算について、議題とします。 

  説明を願います。 

  建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    それでは、予算書の２１７ページをお願いします。 

  議案第３１号、平成２９年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算。 

  平成２９年度紀美野町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２,７５９万円と定める。 

  ２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、２２２ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  歳入、１款、分担金及び負担金、１項、１目、分担金で、新規加入者１件分の分担金
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として３５万円を計上しております。 

  ２款、使用料及び手数料、１項、１目、の施設使用料につきましては、２０２戸分の

使用料として８２９万１,０００円を計上しております。 

  ３款、繰入金は、一般会計より１,８８３万９,０００円をお願いしております。１８

万６,０００円の増額は歳出の人件費の増によるものでございます。 

  ４款、繰越金は、前年度よりの繰越金として１０万円を計上してございます。 

  次に、２２３ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費、１項、施設管理費、１目、一般管理費で、２・３・４節で職員１名の

人件費として給料３２３万７,０００円、職員手当２２８万６,０００円、共済費８２万

１,０００円を計上し、１１節、需用費で消耗品、電気、水道料、修繕料等で３２９万

７,０００円、１２節、役務費で、し尿汚泥抜き取り、法定検査手数料等で１７３万１,

０００円、１３節、委託料として１７０万６,０００円、１４節、使用料及び賃借料で

３,０００円、１９節、負担金補助及び交付金で６万５,０００円を計上しています。 

  次に、２２４ページをお願いします。 

  ２款、公債費ですが、元金、利子合わせて１,４１４万４,０００円となっております。 

  ３款、予備費では３０万円を計上しております。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

◎日程第３５ 議案第３２号 平成２９年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算につ 

              いて 

◎日程第３６ 議案第３３号 平成２９年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算につ 

              いて 

◎日程第３７ 議案第３４号 平成２９年度紀美野町上水道事業会計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第３５、議案第３２号、平成２９年度紀美野町野上簡

易水道事業特別会計予算について、日程第３６、議案第３３号、平成２９年度紀美野町

美里簡易水道事業特別会計予算について及び日程第３７、議案第３４号、平成２９年度

紀美野町上水道事業会計予算について、一括議題とします。 

  説明を願います。 

  水道課長、田中君。 
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（水道課長 田中克治君 登壇） 

○水道課長（田中克治君）    それでは、平成２９年度紀美野町予算書の２３１ペー

ジをお願いします。 

  議案第３２号、平成２９年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算。 

  平成２９年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５,２６０万６,０００円と定める。 

  ２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２３６ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料、１項、１目、水道使用料３,４０４万円、前年度より１２

９万２,０００円減額となっています。給水人口の減のためと思われます。 

  ２款、分担金及び負担金、１項、１目、給水負担金として２件分１０万８,０００円

を見込んでいます。 

  ３款、県支出金、１目、衛生費県補助金１万円、４款、繰入金、１項、１目、一般会

計繰入金が１,８３６万２,０００円でございます。前年度と比較しまして２８７万円の

減額となっております。 

  続きまして、５款、繰越金１万円、次の６款、諸収入につきましては、前年度同様で

雑入７万円、主に水道部品売却代でございます。 

  歳入合計は、５,２６０万６,０００円。 

  続きまして、２３８ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１目、一般管理費、３,４７８万３,０００円で、前年度４８２万円の

減額です。２節の給料が１６７万３,０００円、３節の職員手当１２８万８,０００円、

４節の共済費５２万２,０００円が前年度より減額です。 

  次に、１１節の需用費１,３６４万７,０００円でありますが、印刷製本費、各水道施

設の電気料、修繕料が主なものでございます。電気料金は、前年度より２１１万２ ,０
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００円の減となっております。 

  続きまして、１２節の役務費が１４８万５,０００円となっております。このうち通

信費が９６万４,０００円、これは河北、河南浄水場及び坂本、中田、奥佐々、各中継

所のテレメーター回線料でございます。 

  次の１３節の委託料４７２万円ですが、主なものは休日及び夜間警備委託料、水質検

査委託料とメーター検診委託料が主なものでございます。 

  続きまして、２３９ページをお願いします。 

  １４節の使用料及び賃借料２１４万７,０００円でありますが、水道施設の借地料と

水道システムソフト等使用料が主なものでございます。 

  次の２７節、公課費１８７万３,０００円につきましては、重量税と消費税納付金で

ございます。 

  続きまして、２目の作業費１,０３１万８,０００円、前年度より６６万８,０００円の

増額です。１１節の需用費、施設の老朽化等に伴いまして、漏水修理、施設等修繕費と

しまして前年度同様５５０万円、消耗品費として消毒用塩素等が主なものでございます。 

  次の１３節、委託料１６０万２,０００円は、各水道施設の雑草等刈り取り委託料と

漏水調査委託料でございます。 

  次の１６節の原材料費１５２万８,０００円、各種水道機器及び修繕等材料費でござ

います。 

  次の２２節、補償補塡及び賠償金で漏水等の補償金として５万円を計上しております。 

  ２４０ページをお願いします。 

  ２款、１項、公債費は、長期債が利子ともで７００万５,０００円でございます。 

  続きまして、３款、予備費としまして、昨年度と同額の５０万円を計上させていただ

きました。 

  歳入歳出合計５,２６０万６,０００円で前年度より４１５万２,０００円の減額となっ

ております。 

  ２４１ページからは、職員の給料手当等の内容を示しております。２４６ページは、

地方債の前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込

みに関する調書です。詳細については、当初説明資料の１５３ページから１５５ページ

に列記しております。 

  以上で、平成２９年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算の説明を終わらせてい
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ただきます。 

  続きまして、予算書の２４７ページをお願いします。 

  議案第３３号、平成２９年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算。 

  平成２９年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億５１１万円と定める。 

  ２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２５２ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料、１項、１目、水道使用料６,３５８万１,０００円、前年度

より４３万４,０００円の増額となっています。給水人口は減っているのですが、宿泊

施設等への集客がふえたことで給水量が多くなったためです。 

  次に、２款、分担金及び負担金、１項、１目、給水加入負担金として３件分１６万２,

０００円を見込んでおります。 

  ３款、県支出金、１目、衛生費、県補助金１万円。 

  次に、４款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金が３,７９０万１,０００円でござ

います。前年度比較６３３万８,０００円の増額です。職員１人がふえたためとなって

おります。 

  ５款、繰越金、１万円でございます。 

  ６款、諸収入、１項、１目の雑入が３４２万４,０００円であります。主な内容とし

ましては、鎌滝地内の国道３７０号道路改良工事に伴う配水管移設工事補償金１３０万

円と、大角地区２００万円、ほか水道部品売却代でございます。 

  歳入合計１億５１１万円です。 

  続きまして、２５４ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１目、一般管理費５,０９９万３,０００円、前年度と比較しますと６

１６万２,０００円の増額です。２節の給料ですが、一般職４名分１,４２３万３,００
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０円で、前年度は３名分の計上であったため３３１万３,０００円増額でございます。 

  次の３節の職員手当等３１９万３,０００円、４節の共済費１０７万３,０００円の増

額です。 

  続きまして、１１節、需用費５７５万７,０００円でありますが、各水道施設電気料、

印刷製本費が主なものでございます。電気料金は前年より１０８万円減となっておりま

す。１２節の役務費は２７９万３,０００円、このうち通信費が２０３万３,０００円で

あります。これは、主に各浄水場や中継所のテレメーターの回線料でございます。次の

１３節、委託料８２９万３,０００円でありますが、電算システム保守委託料と水質検

査委託料、メーター検診委託料及び夜間監視委託料が主なものでございます。 

  次に、２５５ページをお願いします。 

  １４節の使用料及び賃借料１０８万６,０００円ですが、借地料、水道料金システム

のソフト使用料が主なものでございます。２７節、公課費３６７万３,０００円につき

ましては、重量税と２８年度の消費税及び地方消費税の納付額でございます。 

  続きまして、２目の作業費１,４８９万４,０００円、前年と比較すると６１万円増額

となっています。１１節の需用費、１３節、委託料、１６節、原材料費が微増となって

おります。１５節、工事請負費５４８万７,０００円は、歳入のほうで説明させていた

だきました鎌滝地内及び大角地内の国道３７０号道路改良工事に伴う排水管移設工事で

ございます。 

  続きまして、２５６ページをお願いします。 

  ２款、１項、公債費は、長期元金利子ともで３,８６２万３,０００円でございます。 

  続きまして、３款、予備費として前年度と同額の６０万円を計上させていただきまし

た。 

  歳入歳出合計１億５１１万円で、前年度より６７７万２,０００円の増額となってお

ります。 

  ２５７ページからは、職員の給料、手当の内容を示しております。 

  ２６２ページは、地方債の現在高の見込みに関する調書です。詳細等につきましては、

当初説明資料の１５６ページから１６１ページに列記しております。 

  以上で、平成２９年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算の説明を終わらせてい

ただきます。 

  続きまして、予算書の２６３ページをお願いします。 
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  議案第３４号、平成２９年度紀美野町上水道事業会計予算 

  （総則） 

  第１条 平成２９年度紀美野町上水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （業務の予定量） 

  第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１）給水栓数 ２,５３６栓 

  （２）年間給水量 ５８万７,０００立米 

  （３）１日平均給水量 １,６０８立米 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収入 

  第１款 水道事業収益 １億８１５万円４,０００円 

   第１項 営業収益 １億３５７万円 

   第２項 営業外収益 ４５８万４,０００円 

  支出 

  第１款 水道事業費用 １億８１５万４,０００円 

   第１項 営業費用 ９,６３５万５,０００円 

   第２項 営業外費用 ９４９万９,０００円 

   第３項 予備費 ２３０万円 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額１,４９２万９,０００円は、過年度分損益勘定留保資金１,

４９２万９,０００円で補塡するものとする。 

  次に、２６４ページをお願いします。 

  収入 

  第１款 資本的収入 ０円 

   第１項 企業債 ０円 

   第２項 工事負担金 ０円 

  支出 

  第１款 資本的支出 １,４９２万９,０００円 
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   第１項 建設改良費 ０円 

   第２項 企業債償還金 １,４９２万９,０００円 

  （一時借入金） 

  第５条 一時借入金の限度額は、５,０００万円と定める。 

  （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

  第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

  （１）各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経

費を各項間の流用とする。 

  （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

  第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 

  （１）職員給与費 ２,９６７万９,０００円 

  （たな卸資産購入限度額） 

  第８条 たな卸資産の購入限度額は、３８０万８,０００円と定める。 

                 平成２９年２月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、２６８ページをお願いします。 

  平成２９年度紀美野町上水道事業会計予算実施計画明細書。 

  収益的収入及び支出でございます。 

  まず、収入でございますが、１款、水道事業収益が１億８１５万４,０００円でござ

います。内訳としまして、１項、営業収益１億３５７万円、前年度より３１万円の減収

です。 

  ２項、営業外収益ですが、４５８万４,０００円、前年度より２０万円の減収。それ

ぞれの内容については説明欄に列記のとおりでございます。 

  次に、２６９ページをお願いします。 

  支出でございます。 

  主なものを説明させていただきます。 

  １款、水道事業費用が１億８１５万４,０００円、前年度より１８９万円の増額です。

内訳としましては、１項、営業費用９,６３５万５,０００円で、１目、原水及び浄水費
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１,９５５万５,０００円、前年度より２８２万２,０００円の増額です。２節、修繕費

５１０万６,０００円は、浄水場機械装置等維持修繕費です。送水ポンプ等が老朽化に

よる交換のため増額となっております。３節、動力費１,０１８万１,０００円、取水・

送水ポンプ動力費と浄水場内の電気料金です。前年度より１２１万３,０００円の減額

です。５節の委託料が５９万９,０００円、水質検査費用で、６節の賃借料１０１万５,

０００円は、浄水場等の借地料でございます。７節の負担金２００万円は、取水料でご

ざいます。 

  続きまして、２目、配水及び給水費３,０６７万５,０００円、職員２名の給料及び手

当や修繕費、動力費、材料費委託料で、前年度とほぼ変わりありません。 

  続きまして、２７０ページをお願いします。 

  ４目の業務及び総係費２,２２１万２,０００円ですが、職員２名の給料及び手当、法

定福利費等、委託料、賃借料が主な費用です。 

  次に、２７１ページをお願いします。 

  ５目、減価償却費、有形固定資産減価償却費２,３６９万２,０００円ですが、説明欄

に列記のとおり、建物、構築物、機械及び装備です。 

  次の６目、資産減耗費２１万円につきましては、１節、固定資産除却費及びたな卸資

産減耗費です。 

  ２項、営業外費用９４９万９,０００円、内訳としまして、１目の支払利息４６２万

４,０００円は、企業債利息と借入金利息です。３目、消費税及び地方消費税４８６万

５,０００円。 

  続きまして、３項、１目、予備費２３０万円をお願いするものでございます。 

  次に、２７２ページをお願いします。 

  資本的収入及び支出です。 

  まず、収入ですが、１款、資本的収入は、工事補助金、負担金が見込めないため、０

円でございます。 

  支出ですが、１款、資本的支出１,４９２万９,０００円、内訳ですが、建設改良費が

０円、２項、企業債償還金１,４９２万９,０００円です。企業償還金につきましては、

２８１ページの企業明細書欄に記載しております。 

  次に、２７３ページをお願いします。 

  平成２９年度紀美野町上水道事業予定キャッシュ・フロー計算書です。現金、預金な
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どのお金の流れで、事業の実態をあらわすものです。業務活動は、原材料、商品等購入、

人件費の支出、営業補助金等の収入、利息の支払いによるもので、キャッシュ・フロー

は２,２２６万７,０００円。 

  投資活動は、有形固定資産の取得による支出と繰入金による収入によるもので、投資

活動によるキャッシュフローは０円の支出となります。 

  続きまして、財務活動によるもので、支出１,４９２万９,０００円、企業債、明細書

の当年度償還高でございます。資金期首残高は、２７５ページ、貸借対照表の資産の部、

２ 流動資産の現金預金２億４,８８１万７,０００円、資金期末残高は、２億５,６１

５万５,０００円です。 

  続きまして、２７４ページは２８年度の予定損益計算書、２７５ページからは、平成

２８年度の予定損益計算書並びに２９年度の予定損益計算書を載せてございます。また、

２８２ページから２８６ページにかけては職員の給料、手当等の内容を示しております。 

  以上で、説明とさせていただきます。 

（水道課長 田中克治君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 散 会 

○議長（小椋孝一君）    本日は、これで散会します。 

（午後 ４時３１分） 

 

 

 


